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議 案 の 題 目 

 

 

 

 

 

 

開 議 午前１０時０１分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 

開会宣告 

 

事務局長 

（中野重男君） 

 

 おはようございます。 

 事務局からお知らせいたします。 

 一般質問について若干ご説明申し上げます。 

本日は３人の一般質問が予定されております。 

質問時間は６０分以内としております。時間制限の５分前には

次のように呼び鈴を鳴らします。また、６０分に達しますと次の

ようにベルを鳴らします。このベルが鳴りましたら、速やかに質

問を終了願います。 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

着席ください。 
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会議成立 

開議宣告 

馬場議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しております

ので、直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、１３番、佐々木光雄議員は欠席であります。 

 

（開会時刻 午前１０時０１分） 

 

議事日程報告 馬場議長  お手元に配付されております追加議案書について報告してお

きます。 

６月２日に町長から議案第７４号、消防ポンプ自動車（下田第

４分団）購入契約の締結について及び議案第７５号、百石小学校

屋根外壁等改修工事請負契約の締結についての２議案について

追加提案の申し入れがあり、本日、追加議案書が提出されました。 

この追加議案については、あす７日に議案の一括上程を行い、

町長からの提案理由説明の後、議案を審議しますので、ご了承く

ださい。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

一般質問 馬場議長  日程第２、一般質問を行います。 

 質問に先立ちまして一問一答方式についてご案内を申し上げ

ます。 

１つ目、一問一答方式で行う場合は、登壇した際に、その旨を

発言してから開始していただきます。 

２つ目、質問は通告してある質問事項の順序に質問願います。 

３つ目、通告した質問事項の中に質問の要旨が複数ある場合

は、１点目の質問要旨に対する質問が終了してから２点目の質問

要旨に移るという形で質問の要旨の順番に従って質問願います。 

４つ目、１件目の質問事項の質問を終了し、次の質問に移る際

は次の質問事項を開始する旨を発言願います。 

なお、質問の回数制限はございませんが、質問時間は答弁を含

めて６０分以内とされるようお願いいたします。 

一般質問者は、一般質問者席において発言願います。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

１席、７番、 山忠議員の一般質問を許します。 

７番。 
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質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 それでは、通告書に従い、議長のお許しを得て一般質問をいた

します。 

 一問一答方式でお願いをいたします。 

 新緑の季節となりましたが、熊本の大震災の余震はいまだにお

さまらず、復旧・復興が進まない状態であります。早い復旧・復

興を願い、そして犠牲者のご冥福をお祈り申し上げます。 

さて、当町では農家の皆さん、田植えも終わり、今度は畑作作

業が多忙をきわめることと思います。昨年の畑作収入は過去最高

の100数億円とＪＡ十和田おいらせ農協が発表し、新聞報道され

ていました。おいらせ町の基幹産業であります農業、大変喜ばし

いことであります。 

また、ＧＤＰ、２期ぶりに１．７％のプラスと報道されていま

した。その恩恵が町の商工業、そして町民一人一人に等しくあっ

てほしいものと願うものであります。 

さて、一方では生活保護受給者が過去最高に達したとも、また

子どもの貧困問題も報道されていました。おいらせ町の安心・安

全、そして町民一人一人が豊かな生活を送るための一助となるこ

とを願い、質問をいたします。真摯なるご答弁よろしくお願いい

たします。 

それでは質問事項１、洋光台団地について問うものでありま

す。 

質問の要旨（１）として、洋光台団地の会計について伺います。 

アとして、現在の負債額と未販売区画数及び未販売区画地があ

るならば、完売のための対策をどのように考えていますか。 

 

 馬場議長 町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

第１席、７番、 山忠議員のご質問にお答えをしたいと思い

ます。 

まず、負債額についてでありますが、平成２７年度決算にお

ける平成２７年度末現在の状況で申し上げますと、４億８０万

２，０００円でありますが、保有している未販売区画の完売分等

を加味しますと、負債額は２億９，３５６万９，０００円となり

ます。 
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なお、平成２１年度に策定した経営健全化計画に基づき債務

解消に取り組んでおり、平成３０年度で町一般会計からの毎年度

１億円の繰り出しが終わり、当該事業団事業会計の債務が解消さ

れる見込みであります。 

次に、未販売区画数と、その販売対策でありますが、昨年度

３区画を販売したことにより未販売区画は残り５区画となって

おり、残区画の早期完売を目指し、土地購入後１０年以内の新築

者に対する助成金制度や土地購入者への紹介報奨金制度など購

入によるメリットを町ホームページや町広報紙を通じて効果的

にＰＲするほか、ハウスメーカーや不動産業者等へパンフレット

等を配布するなど積極的な販売活動に取り組んでまいります。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 ４億近いお金がまだ残っているようであります。そして１０年

を目標に完売をいたしたいということでもあろうかと思います

が、その辺はどのようになっていますでしょうか。いつまでに目

標を、売りたいというふうな目標はありますか。それを教えてい

ただけますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをしたいと思います。 

 計画的に健全化計画に基づきまして返済をしてまいりました。

おかげをもちまして完全返済が目の前にやってまいりました。目

に見えてまいったところであります。ですから、これを着実にや

って３０年度で終わる予定でございますので、これでゼロと。ゼ

ロに近くなりますので、そうすると、あと未販売、軟弱地盤等の

ところもありますので、それらも早く売ることによって、あるい

は地方交付税等々が入ってきますので、今度はプラスに転じてい

きますので大変いい状況にいっているなというふうに思います。 

それから、去年はおかげさまで３区画売れました、８区画のう

ち。ですから、あと５区画でありますが、目標と言いながら、目

標はもう今年じゅうに売りたいんですけれども、なかなか経済状
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況と建ててくれる方、申し込みがあればいいんですけれども、何

しろ相手があることでございますので、町としては、できる限り

のＰＲをさせていただきながら、そして早く買っていただくよう

にお願いをしてまいりたいと思います。 

目標をいついつというまでにいきませんが、ぜひ 山議員から

も宣伝していただいて、お１人でも洋光台団地を買っていただけ

ればありがたいというふうに思っております。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 早い販売、そのとおりなんですが、もう１０数年もたっている

それでありますから、できるだけ早い機会、できるだけの宣伝、

いろんなことをしてでも売るというふうなことを考えていただ

きたいと、そういうふうに思います。 

それでは次に、公共用地取得事業会計で平成１１年から１３年

にかけて６億円で取得したと言われる軟弱地盤、その借入金をい

まだに地方債として支払い続けておりますよね。それが今年度で

完済するとのことであるが、当初の使用目的は何でしたか。 

それと年間の維持管理費は幾らですか。 

また、わかるならば、今まで使用した維持管理費の合計金額を

教えていただけますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 まずは私のほうから答弁をさせていただきまして、わからない

細かいところは担当課長に答弁をさせますので、お許しいただき

たいと思います。 

 まずは、お答えいたします。 

公共用地取得事業特別会計で取得した土地、いわゆる軟弱地盤

でありますが、平成１１年度から平成１３年度にかけて事業団会

計の財務改善計画の一つとして未分譲地を町が購入したもので、

当初は地盤の安定を待って町営住宅の建設や住宅地として分譲

を目指すこととしておりましたが、地盤沈下の影響により利活用

の具体的調整が思うように進まず、現在に至っております。 

次に、維持管理費についてでありますが、年に２回程度軟弱地
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盤も含めて未売却区画など町が管理している用地の草刈りを行

っており、毎年度８７万８，０００円を予算計上をいたしておる

ところでございます。 

軟弱地盤の活用につきましては、前の町長さんも、それから太

陽光発電ということでの申し込みがありましたけれども、それが

途中挫折ということになって実現に至らなかった経緯がありま

す。これらについての知恵を、どうやるかという知恵をみんなと

一緒に考えていかなければならないなというふうに思っており

ます。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 先ほど 山議員のほうから、これまでの合計金額についてのお

問い合わせがありました。先ほど町長が答弁したとおり、軟弱地

盤のみでの経費の計上はしてございません。未販売区画の土地の

草刈りも合わせて年８０万ちょっとということですので、それ掛

けるこれまでの年数ということでご理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 年数を掛けるということは約１，０００万ぐらいですか。１３

年から１５年間たっているということですから。わかりました。

それぐらいはかかってきているというふうなことであろうと思

います。 

 そこで再質問ですが、土地開発機構から軟弱地盤とわかってい

て購入したということですが、過去において地盤改良に取り組ん

だことがあるのかないのか。もしあるとしたら、そのデータがあ

るならば教えていただきたい。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まず地盤改良のご質問についてでありますが、町が取得する
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前、青森県新産業都市建設事業団になりますが、そちらのほうで

行っております。かなり古い時期となりますが、昭和５６年当時

になります。当初から軟弱地盤ということもありまして地質調査

とあわせて造成盛り土を行っております。 

また、その後におきましても昭和５９年度には、それまでの沈

下の状況と地質調査の結果を踏まえまして、造成盛り土に加えて

暗渠や集水溝を埋設する地下水位低下工法を施しております。平

成９年度までの間に数回地質調査を行っておりまして、沈下の経

過を観察しております。 

その結果、当時の状況でありますが、年間１センチから４セン

チ程度の沈下が見られたということであります。 

町が購入した後、平成１１年度以降は地盤改良、地質調査は行

っておりません。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 土地開発機構では調査をしたというふうなことですが、それで

は購入後についてはやっていないということなんですが、購入し

てから１５年たつわけですよね。その間には恐らく三陸沖地震、

仙台沖地震、そして３・１１の東日本大震災があったと思います。

その都度の地盤測定をしなかったのかどうか、それらも教えてい

ただきたい。 

また軟弱地盤地内にコミュニティーセンターがあるわけです

けれども、そのセンターのその時々の被害状況のデータはあるの

か、ないのか。どうですか。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

まず、 山議員のほうで土地開発機構というふうにおっしゃっ

ておりましたが、正確には青森県新産業都市建設事業団になりま

すので、そちらのほうでよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、お答えいたします。 

先ほども答弁いたしましたように、購入後の地質調査を行って
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いないということであります。よって大地震の際も、その都度地

盤測定等も行ってございません。 

それから、洋光台団地にあるコミュニティーセンターの件につ

いてもご質問がございました。 

実は、そこの区画は軟弱地盤の一帯の区画にあるわけなんです

が、実はコミュニティーセンターが建っているところは軟弱地盤

の地層から離れたところに建ってございます。よって、軟弱地盤

の区画ではありますが、そこに直接建っておりませんので、影響

等はないと考えてございます。 

それから、地震があった際の報告も特段受けてございません。 

それから、同じようにコミュニティーセンターの斜め向かいの

ほうにも町営住宅がありますが、そちらのほうも軟弱地盤と同じ

区画でありますが、その地層から外れてございます。 

以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 軟弱地盤を本当に活用して何かの用途に使おうというのであ

れば、やはりその時々の調査をしっかりとやらなければいけない

んだろうと、そういうふうに私は考えます。 

 そこで再質問ですが、多額の財源をいまだに投資し続けている

財産であります。これを有効活用し、町政に還元するのが町政を

預かる者の責務と私は考えますが、いかがですか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 これは長年の新産事業団のほうで造成をして、工業団地のほう

はうまくいったんですけれども、住宅団地のほうが売れると思っ

た経済状況、これが一変したということで、相当な年数が売れな

かったというので借金が膨らんだ。借り入れしてやっていたもの

ですから、利息が約８，０００万から９，０００万台でついてい

る高い利息のときだったんですね。これをとめるにいろいろなや

りとりがあって、それこそ３年間で６億で買ったわけでありま

す。利息はそのかわりつかないということでやったわけでありま

すけれども。 
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これの多額のお金をかけてきたのは、いろいろな形で事実であ

りますので、この軟弱地盤の早期販売、これには先ほど申し上げ

たように、いろいろな形で知恵を出し合いながらこれからやって

いかなければならない、議会のお力もかりながら、一般町民の力

もかりながらというふうな格好になろうかと思います。一日も早

く完売をしたいというふうに思っております。 

なかなか軟弱地盤というレッテルが張ってありますけれども、

先ほど担当課長が説明したように、建った後は調査はしていませ

ん。していないけれども、その前の段階は何としてもこの軟弱地

盤を改良して住宅販売できるようにしようということで取り組

んできた経緯があります。これは事業団のほうでですね。そのた

めにいろいろな地質調査あるいは造成盛り土をして圧力をかけ

て、そしてぐーっと下げてというふうな、だんだん沈下がなくな

った経緯があって１センチから４センチのレベルというふうな

ことで、最近は盛り土を外した途端にぐーっとかえって上がって

きたという情報も前にありました。私はそのときも議員をやって

おりましたのでわかっておりますが。 

そういったことで軟弱地盤の販売ということは町にとっては

大変な意義あることでございますので、町の財政にプラスになり

ますので、何としても早く売りたい。いろいろな形があろうかと

思います、用途活用があろうかと思いますが、それも知恵を絞っ

ていきたいということを再三申し上げさせていただきたいと思

います。 

 

 馬場議長  ７番。 

  

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりましたが、でも、また質問をいたしますけれども、この

質問については（２）として洋光台団地軟弱地盤の活用について

であります。 

地盤改良の実施と活用アイデアを町民から公募したほうがよ

いと思いますけれども、町はどのように考えていますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長  お答えをいたします。 
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（三村正太郎君） 軟弱地盤は洋光台団地の開発当時から明らかな地盤沈下が見

られ、当時において盛り土による地盤の締め固めと合わせ、地質

調査を行い、沈下の状況を観察しましたが、依然として不等沈下

が見られ、終息するには相当の期間を要すると見込まれていたと

いうこと。そして事業団会計の債務解消を優先に取り組んできた

経緯もあり、有効な利活用方法を模索しながら今に至っていると

ころであります。 

ご質問の地盤改良の実施と町民からの活用アイデア募集につ

いてでありますが、当該事業団会計の債務解消のめどがついてき

たこと、また軟弱地盤購入時から１５年以上が経過し、沈下状況

が改善している可能性があることから、まずは土地の利活用検討

の前提条件となる地盤の状況を把握する必要があると考えてお

りますので、早期に地質調査を行い、その結果を踏まえながら本

格的な利活用の検討を行っていきたいと考えております。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

なぜ私がこのように軟弱地盤についていろいろ質問するかと

いうと、数人の町民からの声がありました。今、科学技術の進歩

した現在、地盤改良ができないわけがないじゃないのかと。これ

については逆に町はこの件についてあまり関心がないのではな

いか。多額の財源を投資したことを忘れているのではないか。町

は何をやるにしても、よく財源がない、財源がないと言うが、身

近にある資産を活用すべきではないかというふうな声がありま

した。ということで、私はこれを質問しているわけであります。 

 私はその後、平成２５年の１２月に定例議会において一般質問

をし、活用を促しました。町長が先ほど話しておりましたが、担

当者の努力でソーラー発電施設として活用計画があり、実現しそ

うになりましたが、残念ながら実現しませんでした。 

そこで再質問になりますが、先ほど町長もお話をしておられま

したが、民間企業に地盤改良等活用方法を委ねる考えはありませ

んか。企業の努力で地盤改良がなされ、有効活用されて雇用拡大

または町の人口増にもなり、経済効果にも寄与して財政は潤うと

考えるが、いかがですか。 
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－１２－ 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 民間に任せて、それこそ地盤改良してみてはどうかということ

のお話だと思いますが、それらも含めて事業団と、これは事業団

の、事業団じゃなくて、これは今、町のものですから、よくそれ

も含めて検討の余地はあるのかなとは思っております。 

まず、その前に改良が過去において何回も地盤改良をしよう

と、新しい工法で。いろいろ模索した経緯があるんですよ。そし

て、それには多額の金がかかるということも判明をいたしており

ます、過去において。ですから、それをやることによって、果た

してどうかということもあったり、その一部分、全体をやるとい

えば膨大な金がかかるということで、研究した経緯はあります

が、施工まではいかなかったという経緯がありますので、これか

らまずは、私どもの順序としては、まずはどうなっているかとい

うこと、その後１５年もたっていますので、いろいろな圧力をか

けたりして、いろいろな抜いたりして地盤が落ち着くような工法

をとってきましたので、地質調査、耐力度調査ということで地盤

沈下の状況を把握したいと思いますので、まず段階的にはそれを

一回やっていかなければならないだろうと思います。 

それが民間住宅のレベルの重さであれば、耐えれるような状況

であれば、この条件をつけながら、いろいろなのがあっても、そ

ういうのは大丈夫ですよと、地震があった場合には自分のところ

で責任を持ってやってくださいというような形で契約をしなが

ら、木造建築では耐えれるような状況にあるのか、コンクリート

のような重い、例えばホテルのようなとか、いろいろな重量的な

ものだったら沈むのかということも地質調査をすればわかりま

すので、それをしていきたいというふうにまずは思っております

ので、民間も含めてということも頭には入れて、情報というか、

いろいろな業界からの情報は得ますけれども、そのほうがよろし

いのではないかというふうに私どもは今、研究をしているところ

であります。 

 

 馬場議長  ７番。 
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質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 町長の意気込みはよくわかりました。 

 ただ、実際担当している方からの先ほどの報告では、その後１

回も地盤調査はしていませんでしたというふうなことを話して

いましたので、そこら辺をちゃんとかみ合うように、やるんだっ

たらやるんだというふうなことの実行性を持たせていただきた

い、そういうふうに願います。 

 それでは、話を変えます。 

 次の質問事項になりますが、おいらせ病院についてでありま

す。 

質問の要旨（１）おいらせ病院の三役全員が４月から新任とな

りました。今後の運営方針を問うものであります。それぞれが適

任者であり、能力・実力の伴った方々でありますが、世相は刻々

と変化しております。大変ご苦労なさることと思いますが、町民

の負託にこたえていただきたいと考えることから次の質問をい

たします。 

アとして、新聞報道で県の地域医療の方針が示されましたが、

今後おいらせ病院はどのようになりますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 今後のおいらせ病院の運営をする上で青森県地域医療構想は

大きく影響してまいります。その構想では八戸地域においては病

院等の機能分化及び連携を推進しており、具体的には４００床以

上の中核病院である八戸市民病院、青森労災病院及び八戸赤十字

病院との連携を進めるほか、中小規模の病院の規模縮小と診療所

化及び病院の機能分化を進める方向であります。 

 なお、１０年後の必要病床数は現在より約１１％少ない４００

床の減と設定されております。 

おいらせ病院としては、この構想を踏まえて中核病院との連携

及び急性期病床から回復期病床への移行が必要とされているこ

とから将来の病棟建てかえ時の規模変更を検討しており、今後、

青森県八戸地域医療構想調整会議で協議していきたいと考えて

おります。 

以上であります。 
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－１４－ 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 この方針は結果的には病床数が減少していくというふうなこ

とになるのではないかなと、そういうふうに思います。 

 再質問になりますが、病床数が減少するようですが、昨年度の

病院運営を見ると、収入増となっているのは入院患者増によるも

のであります。病床数が減少することで影響はありませんか。 

 

 馬場議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 ７番、 山議員にお答えします。 

 先ほどの町長の答弁で申し上げましたが、病床数の減少は病院

の建てかえ時に検討することとなっております。 

地域医療構想では現在の病床数から１１％減少すると約８床

ほど減少し、現在７８床から７０床となりますが、入院患者は、

ここ１０年平均で１日５３．５人、最大でも５７．２人となって

おりますので、病床数が減少することでは入院収益に影響が出な

いものと考えております。 

以上になります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。じゃあ、病床数は減少しても現状の入院患者増

は見込めるというふうなことであろうと思います。 

 それでは、次の質問イですが、国、県から病院に対して助成が

あっていると思いますが、その額と管理方法と、その活用方法は

どのようになっていますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 平成２７年度においては病院で実施する保険事業の総合相談

事業及び糖尿病教室の運営費に対して国庫補助金が３２万３，０

００円補助されております。 
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－１５－ 

なお、この補助金につきましては、国民健康保険の加入者割合

により算定するものであります。また医療器械の購入費に対する

補助としてと同じく国庫補助金が２７０万円補助されておりま

す。 

なお、この補助金につきましては、２７０万円を上限として購

入費の３分の１が補助されるものであります。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりましたが、これだけの金額だけですか。それ以外に何か

別に国なり県なり医療に関することでの助成はないのですか。 

 じゃあ、再質問になっていきますが、いつもここ数年、病院運

営のために他会計補助金として町から年間数千万円の補填がな

されています。この補填が続く限りは優良会計であり、優良病院

とみなされるものであろうと、そのように理解しておりますけれ

ども、ここら辺は年間数千万の補填する、その金額は町から純粋

に出している金額と考えていいですか。 

 

 馬場議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 山議員にお答えいたします。 

 ５，０００万という形で、それは一般会計からの繰入金という

形で町から補助されております。 

今の補助金の額に関しては、総額で、国庫補助金になりますけ

れども、昭和６３年から国庫補助金が５，１０１万９，０００円

保険事業に交付されております。あと資本収益には昭和５５年か

ら病院建設、医師住宅の建設、医療器械の購入費で２億３９９万

７，０００円、県補助金はインフルエンザ対策への医療器械等で

２５４万４，０００円、町補助金は医療器械購入費で４，７００

万円、その他で地域社会振興財団から５００万円という形で医療

器械の購入費が補助されております。 

資本収益合計で２億５，８５４万１，０００円で、保険事業と

合わせて合計補助額では３億９５６万円補助されております。 

以上になります。 
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－１６－ 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 ということだそうです、町長さん。 

 ３億９，０００万からの補助金があっていると。それらが結局

は本当の病院自体の収支計算でいくと必ずマイナスが出ている

わけですよね。それが３億９，０００万円の中から補填をしてあ

げて優良会計であり、優良病院というふうになっていることだろ

うと私は思いますけれども、そういう理解をしてよろしいです

か。 

 じゃあ、いいです。私が理解するには、それらがあっているか

ら、それを補填しているから優良企業で、この間も賞をもらって

優良企業であるというふうなことになっていたと思いますけれ

ども。それが、じゃあ、いつまで続くかどうか、補填されてくる

のはいつまで続くかちょっとわかりませんけれども、それらがあ

るからといって……。 

次の質問に移らせていただきます。 

 ウとして外来患者数が、ここ数年減少傾向にあります。その対

策を考えないで本当に優良企業でいけるのかどうかというふう

に考えるので、その対策をどのように考えているか、お聞きいた

します。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 外来患者数につきましては、近隣の病院の新築及び患者送迎サ

ービスのほか長期投薬の推進などの影響で、ここ数年減少する一

方となっております。 

また地域医療構想でも八戸地域や上十三地域の人口は１０年

後には１３％程度減少し、外来患者数も３％から４％程度減少す

る見込みとなっております。 

対策としましては、患者からのアンケート調査結果や町民の声

を参考に医療従事者の接遇研修等を実施することにより医療サ

ービスの向上を図り、より信頼される病院づくりに努めていると

ころであります。 
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－１７－ 

また、今後新たな常勤医師を採用し、外来患者の増加を図りた

いと考えております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 いろいろ諸要因があると思いますけれども、特に人口減が影響

してくるということはわかるものでありますけれども、ただ、今

現在を考えると、病院を利用する高齢者は増加傾向にあります。

その現時点での減少ということは今後の運営は容易なことでは

ないと考えられます。対策をしっかりと実行していただきたいも

のであります。 

 さて、次の再質問になりますけれども、３・１１震災後の来院

患者数の影響と市立三沢病院開業後の来院患者数の影響をどの

ように把握し、考えていますか。先ほど話はしていましたけれど

も、具体的にわかっていましたら教えていただきたい。 

 

 馬場議長  病院事務長に申し上げます。 

 発言の際は挙手の上、職名を伝えて発言を願います。職名を言

ってください。 

 病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 では、７番、 山議員にお答えいたします。 

３・１１震災後の来院患者数の影響と市立三沢病院開業後の来院

患者数の影響ということですが、病院での地域患者別統計から推

計すると、震災の影響については、おいらせ町の沿岸地域と八戸

市浜市川地区の被災の影響で平成２３年度は１，３００人程度減

少しております。 

次に、平成２２年１１月に三沢市立三沢病院が開業した影響は

町民バスの利用者減少が翌月からあらわれておりまして、平成２

３年度は前年度より７３０人減少し、外来患者も約１，０００人

の減少となっております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 
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－１８－ 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。大変な影響であろうと思います。まずは対策を

しっかりやっていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問になりますけれども、中核病院とリハビリ

病院、医療病院が連携をして患者を各病院に紹介できているの

は、それぞれの病院の地域包括ケアセンターであると聞きます。 

 そこでエとして、おいらせ病院の地域包括ケア病室の意義と、

その病床数は何床ですか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 地域包括ケア病床とは平成２６年度の診療報酬の改定で新設

された地域包括ケア入院医療管理料の対象となる病床でありま

す。この病床は急性期後の入院患者や転院患者、介護福祉施設の

入所者や在宅療養中の急変患者を６０日まで受け入れするため

のものであり、リハビリ等で在宅復帰を支援し、町の地域包括ケ

アシステムを支える役割を担っております。 

おいらせ病院では体制を整え、平成２７年４月１日から地域包

括ケア入院病床１０床を届けております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。まず、おいらせ病院のリハビリ医療の充実、そ

して医師、看護師のホスピタリティーにあふれた患者対応は称賛

に値するものであります。患者を抱える家族にとっては大変心強

くありがたいことであります。そのためにも、もっと多くの患者

を受け入れる考えはありませんか。 

 

 馬場議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（小向博明君） 

 ７番、 山議員にお答えします。 

 地域包括ケア病床をふやして、もっと多くの患者を受け入れて

はということですが、地域包括ケア入院医療管理料の対象病床は
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診療報酬の基準で１名の専従理学療法士を配置しています。 

病床を増加させるには理学療法士などの増員が必要となりま

すので、地域医療構想の急性期から回復期の病床を中心とする医

療体制構築の過程で検討していきたいと考えております。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。大変ありがたい制度であると思うので、もしで

きたら、もう少しふやしていただきたいと、そういうふうに願う

ものであります。 

 それでは、次の質問のオですが、入院患者が利用するアメニテ

ィーセットですが、今年の１月までは中核病院より価格が１日当

たり１００円程度高い状態にありました。３月議会中に前事務長

に調査検討をお願いしましたが、答えが出ないまま事務長は退職

をしてしまいました。 

そこで今回の質問のため５月にカタログをもらいに行くと、既

に価格は訂正されて安くなっていました。患者家族にとっては大

変ありがたいことであります。 

そこで質問ですが、入院患者利用のアメニティーセットが最近

安くなりましたが、その理由は何ですか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 入院患者が利用する病衣とタオル類、ティッシュやコップ等の

日用品であるアメニティーセットについては平成２５年５月１

日から導入し、入院患者が病院を介して業者と直接契約し、利用

しているところであります。 

当初は競合する業者がないことや契約病院等が少なかったた

め安い価格では利用できませんでした。 

病院では入院患者の負担軽減とサービスの拡充のため複数の

業者と交渉し、今年の５月１日から価格を抑えたアメニティーセ

ットに変更しております。 

今後も患者への対応や療養環境を整え、おいらせ病院への信頼

を得ていきたいと考えております。 
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以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。医療で信頼を得ることが一番でありますが、そ

の他の側面からの改善で信頼を得ることも病院運営のあり方で

あろうと思いますので、ぜひそういうことにも目配せをしてやっ

ていただきたいと、そう願うものであります。 

 病院の最後の質問でありますが、（２）ですが、町民の利便性

と安全・安心を考えるならば、将来、病院を移転させる計画はあ

りませんか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 昨年９月議会の松林議員の一般質問でも答弁しましたように、

おいらせ病院の将来の建てかえに備えた調査研究に着手し、基本

的な方向性を見出すことといたしております。 

病院の建てかえに当たっては、津波等の災害時の対応やヘリポ

ート、交通の利便性や駐車スペースなどを考慮いたしまして、青

森県地域医療構想を踏まえながら移転計画を検討していくこと

となります。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

 さて、いつ頃までにそれらを計画実行していくんでしょうか。

スケジュールがわかっていましたら、ちょっとでも教えていただ

けますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 今のところはスケジュール的な日程的なものは決まっており

ません。 
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方向性としては、今の場所がいいかどうかという、病院の場所

が。伝統的にずっときて、あそこでいいのかということ、時代に

合っているのかということを踏まえ、将来のおいらせ町病院の存

続にかかわることでございますので、時間をかけて今、調査研究

をしているところでありますので、目標年度等はまだ決まってい

ないということでご理解をいただきたいと思います。 

ただ、はっきりしていることは、やはり現在のところは合わな

いのではないかと。もっと時代に合った場所等の配慮が必要であ

るということは認識をいたしております。 

以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。まずは筋道をしっかりとつけていただきたいと

思います。 

 それでは、最後の質問事項となります３の津波避難施設活用に

ついてであります。 

 質問の要旨（１）避難タワー、避難階段、監視カメラ等々避難

施設を活用した取り組みを問うものであります。 

 上北郡下では一番充実した避難施設、これは町の財産でありま

す。安心・安全教育学習、そして観光にも活用できる財産であり

ます。 

先般５月１９日に六戸町文化ホールにおいて行われました上

北郡選出県議会議員による県政報告並びに上北郡町村議会議員

との意見交換会の席上、これらについて質問をいたしましたが、

それに対する答弁は「まず、おいらせ町で活用することを考え、

実行することが重要であります」との答えでした。町民、児童生

徒がどこで遭遇するかわからない地震、津波、町民が安心・安全

を確保するために町民一人一人に最低１回以上、児童生徒一人一

人に就学期間中に最低２回以上は体験学習をさせるべきと考え

るものであります。 

そこで伺います。 

アとして、町内の児童生徒または町民の体験学習の場として町

の取り組みをどのように考えていますか。 
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 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 町といたしましては、学習や訓練などを通じて児童生徒や町民

の防災・減災への意識の高揚と醸成を図ることは重要であると認

識しております。 

このようなことから児童生徒を初め町民の皆様に沿岸部の防

災対策を知っていただき、防災・減災を考える機会とするため、

夏休み期間中の７月２４日、日曜日に明神山防災タワーの一般公

開を予定いたしております。その際にタワーや避難階段、津波監

視カメラを含め、町の防災対策について説明させていただくこと

といたしております。 

また、教育委員会では、町について楽しく学び、理解を深めて

いただくため、社会科副読本を作成し、町内の全小学校に配布い

たしております。 

その中で地震や津波等の災害に関する基礎知識や明神山防災

タワーの施設についても触れております。 

防災タワーの施設利用としては、校外学習での社会科見学や異

動教職員を対象としたふるさと研修での利用も行われることに

なっており、学校で実施する避難訓練と合わせ、災害に対する教

育に役立てていくことになります。 

そのほか町民や町職員などが講師としてお話しする出前講座

のメニューに防災講座があり、学習機会の提供に努めるなどの取

り組みを行っております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。広報でも見学者を募集しているようであります

が、まずは積極的に活用し、町民、児童生徒それぞれが安心と安

全をおのれの力で守れる体験学習の機会を設けていただくこと

を再度提言いたします。 

 ところで、再質問ですが、避難施設の維持管理、特に冬期間の

維持管理についてはどのように考えていますか。 
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 馬場議長  まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災課長

（田中貴重君） 

 お答えします。 

 避難階段及び避難所における冬期間の維持管理につきまして

は、平成２７年度シルバー人材センターに委託いたしまして除雪

及び融雪剤の散布をお願いいたしましたが、雪の少なさから実際

には一度も除雪されませんでした。 

また今後の冬期間の対策といたしましては、シルバー人材セン

ターや町内会等に委託などを検討してまいりたいというふうに

考えております。 

以上です。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。 

それでは、次にイとして、施設活用のためと、あの３・１１を

忘れないためにも語り部の養成は必要不可欠と考えることから、

施設を主に活用する川口地区、松原地区の代表者にお願いをして

３・１１の語り部として活躍してもらう考えはありませんか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

お答えをいたします。 

東日本大震災によって、たくさんの尊い命と財産が奪われまし

た。こうした災害からみずからの命と財産を守るためには、過去

の教訓を生かし、その記憶を後世に継承していくということが大

切なことと考えております。 

そのため町では当時の映像や被災者の証言映像を用意し、必要

に応じて学校関係や町内会、自主防災組織などの団体に貸し出し

を行うなど防災教育や研修に活用いただいているところであり

ます。 

語り部についても災害の惨状や教訓を後世に言い伝え、これか

ら起こり得る災害への備えにつなげてほしいとの願いが込めら

れているものと思います。 

現在のところ川口地区、明神下地区の方々より直接話をさせて



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２４－ 

いただきたい、または町民の方より被災者の方の話を聞きたいと

の要望はございませんが、今後の検討とさせていただきたいと考

えております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 わかりました。ぜひよろしくお願いします。 

 次に、いろいろ積極的にＰＲをすることになれば県内外から研

修者が来町する可能性があると思いますが、ウとして、町は県内

外から視察に来る研修者への対策をどのように考えていますか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 県外からの視察があった際は必要に応じておいらせ町の防災

体制を説明させていただきたいと考えております。 

 また視察していただくことは、防災体制を含め、町内外に住み

よい町おいらせ町をＰＲする機会でもありますので、視察にお越

しになる方や視察の趣旨によって説明方法や町のＰＲ方法など

も含め、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 それでは、最後の質問になりますが、（２）として、町の活性

化のために、また町の新観光名所とするためにも施設の活用と緊

急物資や機材・資材等を備えた体験学習型の県南防災研修センタ

ーを誘致する考えはありませんか。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 ご質問にあります県南防災研修センターとは、青森市の青森県

消防学校内にございます青森県防災教育センターのような施設



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２５－ 

のことを指しているものと存じます。このような施設は全国的に

見ますと主に消防施設に併設され、各県に１カ所あるかないかと

いう状況であります。 

青森県の防災教育センターは東日本大震災の教訓などを踏ま

え、平成２６年度にリニューアルされ、地震等を初めとした各種

体験や災害の歴史等を動画や写真で学ぶことができる体験学習

型の施設として管理運営されております。 

このようなことから県では既存の防災研修施設を有効に活用

していただきたいとの考えもありますし、町といたしましても既

に非常食や機材・資材等を備蓄する防災倉庫を備えていることな

どから県南防災研修センターの誘致は今のところ考えておりま

せん。 

 

 馬場議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（ 山 忠君） 

 そんな大それたものでなくても、やはり分署的な施設でもいい

から何とか町長のいつも前向きに、ポジティブに考える町長の行

動力を期待して何とか県のほうに話をしていただきたい、そう願

って終わりにします。 

 真摯なるご答弁ありがとうございました。 

 

 馬場議長  これで７番、 山忠議員の一般質問を終わります。 

 

 馬場議長  ここで暫時休憩します。 

 １１時２０分まで休憩します。 

  （休憩 午前１１時０４分）  

 馬場議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１１時２０分） 

 馬場議長 引き続き一般質問を行います。 

２席、６番、平野敏彦議員の一般質問を許します。 

６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 平成２８年第２回定例会開会に当たり、議長のお許しを得て６

番、平野敏彦が通告に従いまして一問一答方式により一般質問さ

せていただきます。 
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 本年４月１４日、熊本県と大分県に発生している地震では震度

１以上の地震の回数は１，５００回を超え、死亡者４９人、関連

死疑いは２０人、長引く避難生活によるエコノミー症候群や感染

症の発生など精神的にも肉体的にも限界の極みに達しており、今

後の暑さ対策など多くの課題を抱え、不安と恐怖の住民生活には

胸が痛む思いであります。 

 さらに住宅被害は１０万４，０００棟超に上っており、八戸市

の１０万６，０４１世帯と比較しても被害の規模には想像を絶す

るものであります。国や各県を初め全国の自治体の復興支援の取

り組みは加速しており、一日でも早い安心・安全な生活ができる

よう願うものであります。 

 東日本大震災を踏まえ、国からの避難住宅用地確保など要請が

あったものの被害の教訓が生かされなかったと報道されており

ました。おいらせ町にあっても、いつでも万全の対策がなされる

体制がとられるよう望むものであります。 

 それでは、通告いたしました一般質問について町長の所見をお

伺いいたします。 

 第１点目は、地方創生に係る町の取り組みであります。 

 「広報おいらせ」４月号に「進めていきます、地方創生」のタ

イトルで、その取り組みが掲載されておりました。ある町民から

「広報に掲載されてある文章だけでは理解できません。もっと簡

単に説明できないのか。町の具体的な実施方法が示されることが

必要ではないか」との声がありました。私も勉強する機会として

質問させていただきます。 

 町長は広報４月号、多分見ていると思いますけれども、私はこ

ういう形で抜粋しました。その中で第１点目、平成２７年に行っ

た先行型事業の成果について町長にお伺いをいたします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 ２席、６番、平野敏彦議員のご質問にお答えをいたします。 

 平成２７年度に実施した地方創生先行型事業でありますが、当

町では、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を初め百石高等

学校アクティブラーニング支援事業、地場産米・酒の消費ＰＲ推

進事業など９つの事業を実施いたしました。 
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それらの事業の成果を一部申し上げますと、百石高等学校アク

ティブラーニング支援事業では、パソコン等を活用したアクティ

ブラーニング型授業の支援や生徒への各種検定受験料助成によ

るスキルアップ支援を行ったことにより教育環境の整備が図ら

れ、生徒の人材育成や学校のイメージアップにつながっていると

考えております。 

 また地場産米・酒の消費ＰＲ推進事業では、地元の主力米「ま

っしぐら」と地元酒造会社の連携事業を支援したことにより地元

米と地酒のイメージアップが図られ、関連事業所や町のＰＲなど

にも効果が上がっていると考えております。 

 このほか地域商店街の賑わい創出や創業支援などによる地域

の活性化や子育て世帯の経済的負担の軽減による子育て支援の

充実など総合戦略で掲げた安定した雇用と若い世代の結婚や出

産・子育ての希望をかなえ、安心で安全な暮らしを守るまちづく

りにつながっていると考えております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

今答弁いただきまして、実績、そういうふうなものがわかりま

した。 

ただ、一つ、このアクティブラーニング支援事業ですけれども、

片仮名の場合は非常に私ら団塊世代にあっては理解しにくい。簡

単に言えば、どういうふうな意味があるのか、まずここを一つ確

認をしたいと思います。 

それから、この百石高校の支援事業ですけれども、これについ

ては全く的を射た行政だなと。 

というのは、今、県で進めております高校の再編検討の中で、

やはり町がいかに地元の高校にかかわりを持って高校の存在感

を高めていくかというふうなのが一番大事な時期じゃないかと

いうふうな形で理解しております。そういうふうな意味では、予

算を見ますと、今年度も続けるというふうなことの予算計上にな

っていますけれども、この２点について説明いただきたいと思い

ます。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２８－ 

 馬場議長  学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（泉山裕一君） 

 お答えいたします。 

 まず、アクティブラーニング事業というのがどういうものかと

いうことですけれども、ちょっと日本語名で書いているのがござ

いませんので、内容をご説明いたします。 

 アクティブラーニング型事業というのは、生徒が問題や課題を

主体的に考え、意見交換をしたり、また教え合ったりして協働的

に学び合う学習スタイルという形になっております。基本的には

生徒主導での授業を進めていくとお考えになっていただいても

よろしいかと思います。 

 あと２点目の高校に関する支援に関してみれば、議員おっしゃ

るとおり私どもも同じ思いで行っております。それで、それなり

の高校のほうに関してみても、今回、年度途中で支援を行いまし

たが、それなりの成果が出ているということで伺っております。 

アクティブラーニングといたしましては、タブレットとかそう

いうふうなものを購入いたしまして、やはり自分たちの中で話し

合ったり協力する場面もふえていったということだったり、あと

はやはり積極的に授業に参画すると。今回タブレットでかなり目

新しいものがありましたので、新鮮だというのが位置づいており

ます。 

あと検定に関してみても大幅に受験者が増大しております。 

 １つ例を挙げますと、平成２６年で漢字検定を例に挙げます

と、１１２人だったのが平成２７年で１５６人にという形でふえ

ておりますので、それなりに資格にも意欲が高まっているという

形で教育委員会でも認識しております。 

以上になります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今のような形でぜひ地元高校に対する支援と、そしてまた、行

政も積極的にＰＲするというふうなことでお願いをしておきた

いと思います。 

 それでは、私、ホームページで見たら「町のホームページをご

らんください」というふうな形でありまして、開いてみました。
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そうすると、ＰＤＦファイルに５回までの会議資料があるんです

けれども、最後に、おいらせ町まち・ひと・しごと総合戦略、青

いこの部分がホームページに掲載されてあるわけです。私は、こ

れを開かないと見ることはできないのと、それからデータ的に取

り出すには画面だけで読んで理解できるのかというふうな思い

があるわけですよ。これだけ長い膨大な資料を画面を通して見る

ことは至難のわざだなと。私はこのホームページの最後のところ

でも結構です、この冊子は２７年１０月に各世帯に配布されてあ

るわけですね。こういうふうなのをちゃんとここのところに、１

０月においらせ町各世帯に配布してありますよというふうなこ

とも掲載しておくことによって、なるほどというふうなことで見

た方も納得できると思うんですが、何か情報を出しっぱなしの気

がしますけれども、この掲示の仕方、これについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 平野議員おっしゃるとおり、今のホームページの中で地方創生

の関連のメニューは総合戦略の関連、それから人口ビジョンの関

連、戦略会議に関することであります。 

それから、先ほどご指摘ありましたように、総合戦略のものも

ＰＤＦで大変データ量が大きいものになっております。町民の方

等が見やすいような、わかりやすいようなホームページづくりに

努めてまいりたいと思います。今一度、掲載メニューを確認して

改善したいと思っております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

  

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 掲載、ちゃんと出したら、その後も検証しながら手を加えてい

くというふうな方法でひとつお願いをしたいと思います。 

 それで、このホームページですけれども、私もたまにおいらせ

町のホームページを見ますけれども、いろいろな情報があるのは

わかります。 
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ただ、開いてみれば資料が膨大で、どれが要点なのかよく理解

できない。本当に町民の中で、このホームページ、何％見ている

というふうなことで把握していますか。この辺ちょっとお伺いし

たいと思います。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 正直なところ町民がどれだけホームページを閲覧しているか、

調査したことはございません。一応参考まででありますが、年間

のホームページの閲覧者は約４０万ぐらいという形になってご

ざいます。 

 それから掲載されているメニューは大体１，０００以上ござい

ますので、一面に当たり大体３００ぐらいから４００ぐらいかな

というふうになってございます。その数字からいってもあまり町

民に対してはやさしくない、それほど見られていないのかという

ところを持っているところであります。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今ちょっと課長のところで確認できなかったんですけれども、

メニューは１，０００、見ているのが年間１万、アクセス件数が

４０万。これは、でも簡単に言えば町民だけじゃないでしょう、

全国的な部分でアクセスしてくるわけですから。実際に、だから、

そういうふうな意味では、これまでもそうですけれども、１回は

町民の意識、そういうふうなアンケート、そういうふうなものを

とってみる必要があるんじゃないですか。どのぐらいの効果があ

るかというふうなことも含めて、これをひとつぜひ前向きに検討

していただきたいと思います。 

 それでは、２点目に入らせていただきます。 

 町の人口減少についてであります。 

町では人口減少を抑制し、将来にわたり地域社会を維持するこ

とを目的に人口ビジョンを作成しました。その中に将来展望で３

つの仮定があります。 
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 仮定１では合計出生率、１人の女性が一生の間に産む子どもの

数を２０２０年、平成３２年までに１．８人、２０４０年、平成

５２年までに２．０７人に上昇させるとあります。この推定方法

についてお伺いをいたします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 急速な人口減少と少子高齢化の進行は国全体が直面する大き

な課題となっており、当町においても国が示した人口推計方法を

用いながら町の人口の現状と将来の姿、さらには将来の方向性を

長期的に示すおいらせ町人口ビジョンを昨年１０月に策定した

ところであります。 

その中において当町の人口は、これまでの増加傾向から平成２

２年の約２万４，２００人をピークにほぼ横ばいに推移してお

り、国立社会保障・人口問題研究所の推計に基づくと、今後は減

少に転ずると見込まれ、５０年後の平成７２年には２８．７％減

少の約１万７，２００人まで減少するとされております。 

この推計を受け、町の将来展望として、おいらせ町が目指す目

標人口、平成７２年２万７００人を設定し、３つの項目、合計特

殊出生率、人口の社会増減、平均寿命のそれぞれに仮定目標を掲

げたところであります。 

なお、詳細につきましては、この後担当課長に答弁をさせます。 

以上であります。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 仮定目標の１つ目、合計特殊出生率についてご説明いたしま

す。 

 この目標の考え方ですが、当町の人口のこれまでの分析とか、

それから推計の結果、当町は出生と死亡の比較である人口増減で

は、もう既に減少しております。 

その一方で、転入超過による社会増により合計で、というか全

体的に人口微増となっている状況であります。 
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そして今後の推計におきましても社会増減より人口増減の影

響を大きく受けるという分析になっておりますので、まずは最も

影響の大きい出生率の上昇につながる施策に取り組むこと、そし

て、その目標としては合計特殊出生率を人口置換水準、これはい

わゆる人口を将来に向かって均等に保つための数値であります

が、この目標を設定させていただき、２．０７としたものであり

ます。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今、説明を聞いて、よく私は理解できません。 

まずは、１つには人口減少が確実に進んでいるというふうな中

で女性の出生率を高めるその手段として、どういうふうな方法が

考えているのかというふうなことがちょっと説明がなかったん

じゃないかなというふうに思います。 

例えば就職や進学で若者が県外に転出することによる社会減

とか、こういうふうなのだとよくわかるわけです。出生数の減少

というのは、そこに働く若者がふえなければ、なかなかこのパー

センテージを上げるというのは容易でないというふうに理解し

ているわけです。実際に県の人口増加作戦においても一番の高校

卒からの人口が大学まで青森県は減っているというふうなちゃ

んと資料があるわけです、ちゃんとここに。その中で、じゃあ、

県外に行っている若者が地元に何％帰ってきているのか。ほとん

ど私は帰ってきているのは微々たるものだと思います。そうでな

ければ人口はふえているわけですから。 

そういうふうな中で、この特殊出生率を高めていくというふう

なのは、例えば私であれば合コンとかそういうふうな方法、いろ

いろなデータを持って相性の合う人を結びつけて早めに結婚さ

せるとか、そういうふうないろいろな手段があっていいんじゃな

いかなというふうに思いますけれども、この歯止めをかける方法

というのは具体的に、課長、文章じゃなく、こういうふうな方法

を考えていますというふうなのがあったらお聞かせいただきた

いと思います。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３３－ 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 ちょっと説明が足らなくて配慮なく申しわけないと思ってお

ります。 

 具体的な施策、想定されるものですが、要は合計特殊出生率の

向上に向けたものということで、基本目標でいいますと、若い世

代の結婚、出産、子育ての希望をかなえると、この目標に沿った

施策ということになります。 

例示でいいますと、多子出産祝い金事業、それから子ども医療

費無料化事業、保育料の軽減等々そういった経済的負担を軽減す

る施策が中心になるものと思っております。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 これは結婚してから出産、子育て、まずその前の前段が一番大

事だと思います。結婚できないのがいっぱいいるわけですから。

結婚すれば子どもとかそういうふうな部分はいろいろな行政的

な部分で働きかけもできると思います。結婚しなければ前に進ま

ないわけでしょう。ですから、この前段の取り組み、出生率を上

げる、結婚させる、そういうふうな方法というのを具体的に行政

側とすれば、私が言ったように会社なり企業、グループでの婚活

させるとか、いろいろな方法があるんじゃないですか。その辺が

全然、計画的な考えがないかどうか、これを聞いているわけです。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 それでは私から答弁をさせていただきます。 

 これまでも婚活をやっております。年に２回ほど、今年もまた

やる、この間もやりましたし、またやる予定になっておりますが、

大体婚活、集まると１００人レベルで来ますが、地元からは少な

いんですね。私も参加しておりますので。組はできるんです。カ

ップルはできるんですが、５組とか８組とかできるんですが、そ

の後の調査はいたしておりません。その後結婚しているかどうか
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わかりませんが、そういったことで婚活レベルでのイベント開催

みたいなものは他の市町村よりは先がけてやっているつもりで

ありますし、これからも継続してまいりたいと。そのチャンスを、

若い人たちにチャンスを与える機会を行政としてもできるとこ

ろをやるというふうにしていきたいと思います。 

 一番の人口減少対策というのは、どこの自治体も困っているの

は、やはり都会集中ということで地方からどんどん引っ張られて

いるということで、引っ張るにはどうするかということで魅力あ

るまちをつくると。市をつくるという。じゃあ、魅力とはどうい

うことかというと、勤める場所がなければならない。働いて給料

をもらって、そして子育てできなければだめですから、やはり雇

用の問題、企業誘致が一番の若者を定住させることになるだろう

と思っておりますので、町長の立場としては、町挙げてといいま

すか、私はトップセールスを欠かさないように、とにかく企業誘

致の芽を、種を植えて歩いている状況であります。 

おかげさまで結構、東京の生協とか、菅文とかいろいろなもの

が来ていますけれども、雇用拡大につながるものは若干来ている

ようには思いますが、まだまだでありますので、努力していきた

いというふうに思っております。 

総合的な人口減少対策を進めなければならないということが

適当な言葉だろうと思います。これに限って今、担当課長が言っ

たように、父兄の、それこそ負担軽減はもちろんでありますけれ

ども、日本は金がかかり過ぎると、そういうふうなこともありま

す。国家的な問題でもありますから、それらも網羅しながら全体

的な中での町としてできるものは徹底して洗い出しをしながら

総合的に前へ進めると。そして、それこそ若い人に定着していた

だいて子どもを産んでいただきたい、育てていただきたいという

ことの施策を展開してまいりたいと思っております。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今、町長から答弁いただきましたけれども、私は年に２回婚活

の実施をして１００人規模で実施しているんだというふうなこ

とですけれども、この婚活についても、こういうふうな提案があ

ります。 
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参加して、それで終わりじゃなくて、アンケートをとることに

よって男性の方、女性の方、いろいろなアンケートをとることに

よって、こういうふうな、この人とこの人は何か近いなとか、こ

の人とこの人は近いんじゃないかというふうな情報を共有して、

そういうふうな、１回で終わるのではなくて次のまた機会をつく

ってやる。あの人と組み合わせたら、これがうまくいくんじゃな

いかというふうなカップルをつくっていくというふうな提案も

ありました。なるほどなと思います。 

やはりデータはちゃんとうそをつかないというふうに思いま

すので、ぜひこの婚活についても、１００人集まったからよかっ

たではなくて、継続して出会いがさらにまた実るような方法、ち

ゃんとこれを人がかわっても、担当がかわっても続けていくとい

うふうな方法で取り組んでいただきたいというふうなことを要

望しておきます。 

 それでは、続いて仮定２のほうに入らせていただきます。 

 人口の社会増減についてであります。 

 「人口の流入を促進するとともに若者、若年者の流出を抑える」

とありますが、人口の流入を促進するというふうなことと若年者

の出るのを抑えるという、これはさっき私も言ったんですけれど

も、大学とかそういうふうなので県外に必ず行くというふうなの

が多いわけで、この辺が若者、若年者の流出を抑える方法という

のは行政側で特別ありますか。何かこれをやれば抑えられるとい

うふうなのがあったら、ぜひ提示していただきたいと思います。 

 

 馬場議長  ６番に伺いますけれども、今、質問事項１の括弧何番ですか。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 人口減少（２）の関連です。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まず仮定目標の２つ目、人口の社会増減をここにうたっている

わけですが、まずはここの目標の設定の仕方についてお答えした

いと思います。 

 先ほどの合計特殊出生率のところでもお答えしましたが、当町
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の社会動態というのは、これまで大幅な低減超過でなっていまし

たが、ここ数年は縮小の傾向にあるということですので、これ以

上の減少を食い止めるために現状の微増でいきましょうという

ふうに設定しているものであります。 

考えられる具体的な施策でありますが、要は移住、定住、それ

から雇用促進、先ほど町長も言いましたが、企業誘致等々がそれ

らに該当する事業かと思っております。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 移住、定住、企業誘致。企業誘致については、私はやはり男子

主導型の企業を誘致してもらって、そこで居を構えていただくと

いうふうなのがいろいろな意味で人口の流入促進にもなるし、一

つの方法かと思います。 

移住させる、これもお互いに各自治体が競争しているわけです

ね。この前、新聞で見ました三沢市でも定住作戦が出ていますよ。

土地取得１００万だか。家を建てれば幾ら、それから３つだかの

要件が出ていますけれども、お互いの自治体が競争し合って本当

にいいのかなと私は思うんですよ。 

やはり町のよさ、そういうふうなものをどういうふうな形でＰ

Ｒするか、理解させるかという、まずはここに住んでいる親、住

民が帰ってこいというふうな町のよさをＰＲしていただくこと

によって、自分の子どもも帰ってきていないのがいっぱいいるわ

けですから。私は今までも言っていますけれども、町の職員も年

齢制限をしない、Ｕターンができるような採用条件を付してやれ

ば、もともとここに住んでいる人が町外に行っているわけですか

ら、そういうふうな形を取り組んだほうが効果があるんじゃない

かというふうに思います。 

 次に進ませていただきます。 

仮定３で平均寿命を、２０４０年、平成５２年までに男性８２．

８歳、女性８９．５５歳まで延伸すると、こういうふうにありま

すけれども、平成２２年の青森県の平均寿命が男性で７７．２８

歳、女性で８５．３４歳となっております。これは議員研修でも

宮川保健所長の資料で確認しましたけれども。これだけ５２年ま
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で延伸する、多分健診とかそういうふうなので健康状態を保てば

延伸できるというふうなことで答弁があると思いますけれども、

具体的な取り組みというのがあったらお聞かせいただきたいと

思います。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは、お答えいたします。 

 仮定目標の３つ目であります。 

 まず考え方としましては、国、県のビジョンを勘案した上でつ

くっております。それから当町の平均寿命が全国平均よりまだ低

い位置にあるということもあります。さらには青森県そのものが

平均寿命が全国最下位ということもありますので、これらの課題

を踏まえ国の平均寿命をまず目標値としております。 

具体的な施策でありますが、当然のことながら健康づくり推進

に関する施策が中心になろうかと思っております。各種健診の充

実、それから健診受診率の向上、それから現在行っております健

活ポイントの事業の推進等と、それらが該当するものと思ってお

ります。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 私はこの前「広報みさわ」の６月号を見てみました。その中に

は「三沢市の健康事情」ということで何ページですか、結構載っ

ています。 

これを見ますと、三沢も当町を、まねしたとは言いませんけれ

ども、健康ポイント事業、これを今度実施するというふうなこと

であります。そしてまた、がん予防では別途健診、一般健診でで

きるようにしています。 

この広報の中で、なるほどと思ったのは、なぜ青森県は短命県

と言われるかというふうなのが載っているんですよ。なるほどな

と。三沢市が全国では何位なのか。これを見ますと、県内の平均

寿命でいきますと、おいらせ町は８位で三沢が９位。ほとんど隣

ですから近いなと思って見ていますけれども、やはりこういうふ
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うなデータを出して町民にちゃんと理解をさせて、そのためには

こういうふうな方法でもっと寿命を延伸しましょうというふう

なものがあってしかるべきじゃないかなというふうに思います。 

ですから、せっかく広報というふうな媒体があるわけですか

ら、ぜひそういうふうな働きかけをして町民に目標設定をしても

らって何年までには平均寿命を何歳にしましょう、平成５０年じ

ゃ私ら生きているかどうかわかりません。今生きている人方が５

年刻みとかそういうふうなので目標を持って頑張ろうというふ

うな気概を持てるような施策をつくってほしいというふうに思

います。ぜひお願いします。 

 続いて、（３）の総合戦略の基本目標の具体策についてであり

ます。 

 総合戦略については４つの基本目標があるわけであります。 

 ①で安定した仕事、雇用を創出する。仕事を創出することが雇

用を生むと理解しますが、この具体策についてお伺いいたしま

す。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 当町の総合戦略は、国及び青森県の総合戦略を勘案しながら町

総合計画の人口減少対策、産業振興策、子育て施策等をもとに平

成２７年度を初年度とする５カ年の計画として昨年１０月に策

定をしたものであります。 

その総合戦略では、人口減少を抑制するため、地域経済の活力

をより高め、住みやすいまちづくりを進める４つの基本目標を定

め、まち・ひと・しごとの好循環の確立を目指すこととしており

ます。 

その４つの基本目標に沿って重立った具体策を申し上げます

と、１つ目の基本目標「安定したしごと・雇用を創出する」につ

いては、農業経営体育成支援事業や地域空き店舗活用支援事業な

ど農業、商業、水産業、工業等産業振興のため経営効率の向上や

担い手育成、起業者支援、雇用環境の充実のほか広域連携による

企業誘致、産業育成に取り組んでまいります。 

次に２つ目の基本目標「新しい人の流れをつくる」については、
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空家バンクの創設や地域おこし協力隊の活用など定住促進に向

けた環境整備や情報発信の強化を図るほか、まち歩きの推進によ

り多様な交流機会をふやし、当町への移住の流れをつくってまい

ります。 

次に、３つ目の基本目標「若い世代の結婚、出産、子育ての希

望をかなえる」については、子育て世帯の経済的負担の軽減やキ

ャリア教育の推進など若い世代が安心して出会い、結婚、出産、

子育てができ、生きがいと安らぎを持てるような生活環境の創出

を図ってまいります。 

最後に４つ目の基本目標「時代に合った地域をつくり安心な暮

らしを守るとともに地域と地域を連携する」については、医療、

福祉、商業等の生活サービス機能や居住の誘導によるコンパクト

な市街地形成の促進と公共交通網の再構築を進めるほか、広域連

携協働事業や公共施設の適正配置と有効活用による自立的な地

域づくりを推進してまいります。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 今、具体的な４つの基本目標について町長からお伺いをいたし

ましたけれども、実際に広報に載った文章をそのまま披瀝したな

というふうな思いであります。 

やはり前段にも言ったように、安定した仕事、雇用を創出する

には町はこういうふうな形で企業誘致するなり産業育成といっ

たって、どこの産業を育成するかわかりますか。町民はわからな

いと思いますよ。 

それから担い手の企業支援でも、やはりもっと具体的に、例え

ば農業でも漁業でもそういうふうな担い手をどういうふうにし

てつくっていくのか。この担い手なんていうのは一朝一夕ででき

るものじゃない。農家の場合、どうして後継者をつくったのかと

聞いたら「子どもの頃から、おまえはここの家の跡取りだから、

どこさも行かないでちゃんとお父さんの跡を継いで頑張らねば

だめだと、小学校のときからずっと言ってきて、ようやく家で跡

継ぎしている」と。それを今いい話をしたって誰も戻ってきませ

んよ。ですから、そういうふうなものもちゃんと、もっと根幹に
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あるところを捉えて対策を立てるというふうな方法が必要じゃ

ないですか。 

２点目の「新しい人の流れをつくる」と簡単に書いているけれ

ども、遊びに行ったり来たりするのはできるけれども、実際に当

町に移住するような流れをどういうふうにしてつくるんですか。

町民が理解できますか。私はこれを見てわかっている人があった

ら大したもんだと思いますよ。 

３つ目だってそうですよ。さっきも言ったように「生きがいと

安らぎが持てる生活環境の創出」とありますけれども、こんな夢

みたいなところというのは、この前テレビを見たら南のほうで子

育てをちゃんと支援する、両親がいて、そこで共稼ぎをさせる条

件をつくっている、子どもを３人、４人つくっている、そういう

地域ありますよ。そういうふうなのをやるんだったら、職員だっ

てそういうふうなところへ行ってぜひ勉強させてきてほしい、研

修させてほしいと思いますよ。そうすれば町民に説明できるし、

また我々団塊世代が孫の支援ができるというふうな生きがいが

出てくるわけですから、そういうふうな方法も必要じゃないです

か。 

４番の「時代に合った地域づくり」もそうです。さっき 山議

員も言っていますけれども、病院の新築、さまざまなものがある。

そしてまた庁舎の建築、そういうふうなのもありますけれども、

コンパクトな市街地形成の促進というのはどういうふうなもの

を指すのか。具体的にもっと明示すべきだと思いますよ。ただこ

こに文章だけで書いたって読まなければ絵にかいた餅だし、理解

できなければまるっきり役に立たないというふうに思いますよ。

ぜひこれは、もう時間も進んでいますので、次に入ります。 

こういうふうな私が今言ったことを基本に、ぜひこの事業の展

開をしてほしいというふうに思います。 

最後になりますけれども、この総合戦略、自治基本条例がどの

ように活用されているのか、お伺いしたい。この自治基本条例の

制定時には町民の声を聞きながら、こういう町にしたいというふ

うな希望を理念としてまとめたというふうにあります。第２章に

は町民の権利、第３章には町民の役割と責任、第４章には行政の

役割と責任、第５章には議会も役割と責任があるというふうに町

民憲章でうたってあります。この町の総合戦略で自治基本条例が
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どのように生かされるか、ここだけ答弁いただきます。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

お答えをいたします。 

 自治基本条例では町民、行政及び議会がそれぞれ責任と役割を

認識し、お互いの立場を尊重しながら協力して行動することによ

り協働のまちづくりを進め、心触れ合うおいらせ町づくりの実現

を目的としております。 

そのために行政は、行政情報を公開・共有し、町民のまちづく

りに参加する機会を保障し、町民には自治意識の向上や協働のま

ちづくりに努めることとされ、そして議会においては行政運営の

監視や政策形成機能を果たすこととされております。 

当然のことでありますが、人口減少とそれに伴う課題は、行政

だけではなく、議会、町民、企業、団体など地域全体が課題とし

て認識し、協働で取り組んでいかなければならないと考えており

ます。 

このことから総合戦略の策定過程において議員や各団体、町民

等による外部会議を組織したほか、パブリックコメントによる意

見聴取、さらには議員全員協議会においてご説明し、ご意見など

を伺ってまいりました。 

今後につきましても、町広報紙や町ホームページ、各種会議な

ど多くの機会を捉え、参加の機会や情報の提供に努めるととも

に、まち・ひと・しごと創生総合戦略会議において、毎年、進捗

状況や成果を評価・検証し、見直しを図り、さらには議会の皆様

からもご意見をいただき、効果的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 町長の言うのは理解できます。確かに文章でそういうふうに書

いてあるからいいと思いますけれども。ただ、この基本条例は平

成２０年３月に条例として制定されてあるわけですよ。 

私は、その当時、この解説を読んで、もう一回、今見てみまし
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た。そしたら、やはりもう８年たっているんですけれども、本当

の条例の目的にどのぐらい到達しているのか。町民、そしてまた

行政、我々議会もその役割と責任、どのぐらい果たしているのか。

私は議員をさせていただいておりますけれども、半分も自分が意

識しているのかな、責任を果たしているのかなというふうな自信

がありません。まして町民も半分以上意識があったら、このおい

らせ町、まるっきり変わると思いますよ。そしてまた、役場の職

員だって地域で地域の自分たちのことをやるようになったら役

場の職員だって半分でできるんじゃないかという思いがあるわ

けで、こういうふうなものが、ただ国からの地方創生の事業だと

いうふうなことでおろしてきたものを行政がただやるのではな

くて、やはり町民はこういうふうな形で国の大きな施策の中で、

こういうふうなことをやればメリットがありますよとか、こう考

えていますよとか、もっと絡ませた自治基本条例の生かし方とい

うのがないのか。ここのところをぜひお聞かせ、議会にも、こう

いうふうな今、地方総合戦略で全国に先がけてこういうふうなも

のを提案したらどうですかとか、そういうふうな発想が生まれて

きてもいいんじゃないかと思うんですけれども、職員の中では、

こういうふうなのは全然ないですか。そこをお聞かせいただきた

いと思います。 

 

 馬場議長  企画財政課長。 

 

答弁 企画財政課長 

（成田光寿君） 

 それでは答弁いたします。 

 大変貴重な、参考になるご意見をいただきました。町のほうに

おいても潜在的ながら問題意識としてとらえているものだと思

っております。 

今いただきましたご意見を参考にしながら今後さまざまなと

ころで見直し等していきたいと思っております。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 行政のほうは役職がかわり、そしてまた担当もかわり、その当

時の強い思いがそのままつながれていないというふうな、だんだ
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ん冷めた形になっていくのかなというふうな思いがあるわけで

す。やはり町の基本目標、そしてまた法律というふうなことで、

あれだけ大々的にうたったものが、今になってみれば、ほとんど

忘れ去られているような気もしますし、少なくともここに、ひな

壇にいる課長については、この基本にいろいろな行政施策に関連

づけて進めてほしいし、また町長にも提言してほしいというふう

に希望して、この部分については終わります。 

 それでは、大きい第２点目に入らせていただきます。 

 高校生による地域活性化についてであります。 

「百石高校食物調理科家庭クラブの高校生レストラン、９月オ

ープンに向け、町が後押し」と新聞に掲載されてありました。今

からぜひレストランで食事をしたいと楽しみにしている町民の

声にこたえるためにも町の支援内容についてお伺いいたします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 高校生レストランは百石高校食物調理科家庭クラブ員が自分

たちの力で地域をもっと元気にしたいという意欲のもと、９月か

ら毎月１回土曜日に開設するもので、生徒たちは主にレストラン

の食材発注、調理、給仕、レジを行う予定であります。 

場所は桃川株式会社の見学施設内、旧おいらせ屋に工房あぐり

の里が土産品などを販売する観光施設おいらっせ交流館の空き

スペースを利用する予定であります。 

町では、このレストラン運営が職業観や勤労観を養うことがで

き、地域の活性化に貢献し、地域の有用な人材育成につながるも

のと思い、支援を考えております。 

 初めに、レストラン開設場所の協議、アドバイスを行ったこと

に加え、今定例会の補正予算に計上しております食材購入費及び

ガスコンロのレンタル料並びに各種消耗品費、さらには階段段差

解消の修繕費等に対し、財政支援を行うほか、レストランの開設

等についてＰＲを行うことで支援をしたいと考えております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 新聞では桃川の見学施設を改造し、６月にオープンする観光施

設おいらっせ交流館とありますが、これについては、今の町長の

説明ですと、あぐりの里とありますけれども、町のかかわりはど

うなんですか。これをお聞かせいただきたいと思います。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

 お答えします。 

 おいらっせ交流館については、町とのかかわりは一切ございま

せん。あくまでも、あぐりの里と桃川さんとの賃貸契約で、それ

を、空きスペースをレストランで使用するということでなってお

りますので、使用についての町のかかわりは今のところないもの

と思っております。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 そうすると、前のおいらせ屋は、あぐりの里が桃川から借り上

げをする、その場所を使って高校生レストランが開設されるとい

うふうなことで解釈をいたしました。 

 私は食物調理科のほうが９月から、今、町長が話ししたように

毎月第１回土曜日に地元食材を使って和定食を５０食提供する

というふうなことでありますけれども、こういうふうな機会を捉

えて最低でも５０食ですから５０人の来客者があると思います

けれども、その方々に町の特産品、それから地場産品、こういう

ふうなものをアピールする、そしてまた町でつくってある子育て

支援の資料、そういうふうなものを用意して提供する方法を考え

ているかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えします。 

おいらっせ交流館では、そば、軽食の提供のほか特産品の販売、

食と文化の体験、作品展示、地域の飲食店・観光施設等の紹介を
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行う予定と聞いております。 

町でも、この機会を捉えて特産品及び観光スポットを紹介する

チラシやパンフレット等の提供とイベント・催事の情報等のコー

ナーの設置を申し入れしたところ、快く承諾をいただきましたの

で、施設の一角を利用させていただき、町のＰＲをしたいと考え

ております。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 じゃあ、活性化のところで最後になりますけれども、５０食が

準備されるわけですけれども、この５０食を食べる方法というの

は、例えば並んで５０人になったら打ち切りになるのか、事前に

予約をとるのか、この辺は５０人限定ですから、多くの町民が希

望者があったら、どういうふうな形で対応するのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

 お答えします。 

 あくまでも百石高校の学校でこのレストランを開設するもの

でありまして、その点については具体的には、まだ役場のほうに

も相談もないし、私のほうからもアドバイス等はしておりませ

ん。 

ただし、開設に当たって出た話によれば、まず先着順という形

をとらざるを得ないのかなというふうな話はされておりました。

そうすれば、すごい行列等が予想されますので、その点について

も今後９月の開設までに学校側と相談していきたいと考えます。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 町が後押しすることになっておりますので、町民に理解できる

ような形でＰＲ、そういうふうな重ねて要望しておきます。 

 最後の３点目に入らせていただきます。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４６－ 

 町と県は２０１４年６月、東日本大震災に伴う国の緊急雇用創

出事業を活用し、コールセンターを設置しました。おいらせコー

ルセンターが閉鎖というふうなことで『東奥日報』に掲載されま

した。現況についてお伺いいたします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 去る３月３０日にコールセンターを経営する株式会社エスキ

ュービズム・リレーションデザインの親会社、株式会社エスキュ

ービズム・ホールディングスの会長が来庁し、町側に対して業績

不振により３月末で事業所を閉鎖したい旨を伝えられました。 

その際何とか継続できないものかお願いをいたしましたが、役員

会での決定事項なので、ご理解をいただきたいとのことでござい

ました。 

その後コールセンターは３月末で業務を終了し、残務処理を経

て４月末で事業所が閉鎖されたところであります。 

なお、従業員１７人については、４月末で退社となりましたが、

給与の未払いはないことを確認しております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 それでは、時間があまりありませんので、次の（２）の町の影

響、損害はあるかと町の対応について答弁願います。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 町への直接の損害は現在のところないと認識しておりますが、

従業員の雇用の場が失われたことが最大の影響と考えておりま

す。 

 以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 
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質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ３点目の今後の町の対応についてお伺いいたします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 お答えをいたします。 

 この事業は県との合同による誘致企業の事業でありますので、

県へ報告し、今後の対応について確認したところであります。 

 あわせて三沢公共職業安定所を訪問し、従業員の再就職に関

し、協力要請を行うとともに株式会社エスキュービズムにも従業

員の再就職に必要な措置等を依頼したところであります。 

 また、おいらせ町商工会へも閉鎖の件を報告しております。 

なお、５月末現在で従業員１７名のうち再就職が決まったのは

６名と確認をいたしております。 

以上であります。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 このコールセンターについて私は最初から資本投下、そういう

ふうなものが少ないので疑問を感じておりましたけれども、結果

的に町の損害もないというふうな町長の答弁ですので、理解をい

たしました。 

 これからもいろいろな意味で、これに懲りずに積極的に企業誘

致には力を注いでほしいというふうなことを要望して私の質問

を終わります。ありがとうございました。 

 

 馬場議長  これで６番、平野敏彦議員の一般質問を終わります。 

 

 馬場議長  お昼のため２時まで休憩します。 

  （休憩 午後１２時２０分） 

 馬場議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開 午後 １時５８分） 

 馬場議長  引き続き一般質問を行います。 

 ３席、５番、田中正一議員の一般質問を許します。 

 ５番。 
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質疑 ５番 

（田中正一君） 

 それでは、議長のお許しをいただいて、通告に従ってこれから

質問いたします。真摯なるご答弁お願いします。 

 まず、このたびの熊本県の被災に遭われました県民の皆様方に

は本当に大変なことだったろうなと、このように思っておりま

す。一日も早い復興・復旧をお祈り申し上げたいと思います。 

 また、この間７日前ですけれども、北海道北斗市において小学

校２年生の７歳の子どもが置き去り、しつけという体罰、これで

７日間行方不明ということになって相当の人も出て探したとい

うようなニュースの報道、これも各国、アジアとアメリカ、ヨー

ロッパ等にも報道されていたということをテレビの報道でも聞

いておりました。無事に発見されたことに対しては本当に幸いだ

ったなと、このように思っておるところでございます。 

 さて、私から農業振興地域について問うということで（１）と

して農機具等の騒音問題についてということで質問したいと思

います。 

それと今まで一問一答方式ということでしたけれども、今回

私、一括質問一括答弁方式でやりたいと、こう思っておりますの

で、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

農機具等の騒音についてと農業用地地域外の作業施設につい

てということ合わせて、いいですか、質問したいと、こう思いま

す。 

町長答弁、ちゃんと答弁いただければ３０分で終わりたいと思

っていますので、ひとつよろしくお願いします。 

農業振興地域の問題についてでございますけれども、農業経営

者が農振地域内に農業経営を維持していくために必要な加工施

設等を建設する際の許可・認定の手続等に非常に期間と時間がか

かり過ぎる、もう少し時間と期間が簡素にならないものか。許

可・認可事務を扱う県当局と協議を進めていただきたいと思いま

す。町長の考えはどうなのかなと、こう思っております。 

というのは、今言われました農機具の騒音、朝早くからうるさ

いということで、そして農業用地域外の作業施設となれば、これ

がまたそこに建てるとまた民家が建ってくる、うるさくなる。大

変近所に迷惑になるということで本当に今、我々町内を預かる田

んぼと畑、木ノ下等でもそうなんですけれども、なかなか思うよ
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うに農振地域は農家でも大変だということで、私のところにも話

があって、田中、いが、どうして作業小屋を建てたということな

んですけれども。 

私はもう一線をやっている、農業を守るんだということは農家

でなければできないわけですよ。そうだと私は思っているんです

けれども。そうなってくると大型機械がどんどん道路を歩く、村

の人たちに迷惑をかけられない。そのためにも農業振興地域をも

う少し簡素化して、県のほうにお願いして農業でこうしてやって

いるんだということを営農組合等の証明書をもらって出したら

すんなりと、この分筆したのはしようがないですよ。ちゃんと、

もう３カ月も４カ月も去年の１２月からやっているのに、なかな

か思うように運ばないというのが現状です。 

これらは町長さんもわかっているかと思いますけれども、その

辺のところを何とか県のほうにもお願いして農家のために何と

か機械格納庫なんかの小屋をやっていただけるような、簡単にで

すよ。書類を何通もつくってやるとなれば大変なんですよ。です

から、その辺のところを町長さんからひとつお話を伺いたいと思

います。 

 

 馬場議長  一括質問一括答弁方式なので、すべてでございます。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

 それから、農家で生産する米について問うということで、飼料

米についてと加工用米について、食用米もそうなんですけれど

も、食用米については今の７，５００円の価格の（聴取不能）あ

れがなくなると。米の業者さんが、これが一般米がふえるんじゃ

ないかと、こういうようなお話でありました。そうなると大変だ

と私は思っているんですけれども。 

そしてまた、飼料米については全農さんで今扱っているという

ことですけれども、飼料米についても町のほうでおいらせ町から

どれぐらい出ているか、把握しているかとは思いますけれども、

日頃は農林水産課の皆さんには大変世話になっていて、そのとこ

ろは私もあれなんですけれども、飼料米、今我々が取り組んでい

るんですけれども、これも今、政府でかかわりなくなる、自由に

なるとなれば、今の８万円がどうなってくるか、過去に耕畜連携

やったときの７万５，０００円、８万円がだんだん減らされて４
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万円になってうちの地区では米を（聴取不能）飼料米に取り組ん

だわけです。ですから、我々は今、加工米に取り組んでいるとこ

ろであります。それについて我々も、ただただつくるんではなく

て、これを酒米にして何とか契約したいということで我々も大阪

に行って契約を交わしてきました。 

それで、まずおいらせ町では、この加工米についても、これは

我々個人としてはやはり売ることも考えていかなきゃなりませ

んけれども、やはり町長もその一線を、売ることを、またこのお

いらせの米に対してもう少し消費宣伝、トップに立ってやってく

れるような形をとっていただければ、我々も会社にそれなりの対

応をできるのかなと、こう思っていました。 

「町長さんはどなたですか」と言われても「三村町長です」と。

「顔見たことないな。ＪＡ十和田おいらせに行っても顔を合わせ

るということないからね」というような話もいただきましたけれ

ども、過去には合併前の町長、私も下田農協時代、一緒に町長と

野菜販売をしていただきました。 

やはりそうして町の産業、第一産業は農業なんだというよう

な、話だけではなくて、やはりトップセールスして、その米を扱

ってくれませんかということを、我々はもちろん行きますけれど

も、町長みずからもやっぱり会社なりに行って「おい、どうして

いる」ということで「今、こうしてやっています」「じゃあ、挨

拶に行ってくるか」というような気持ちを持ってもいいのではな

いかなと、町のトップとして。私はそう思っております。 

それと神明橋から向山方面に向かう堤防の道路の整備につい

てということで、これもまたひとつ、要望になるのかなと、こう

思っていますけれども。 

せっかくツカサ株式会社、ノボリドに信号がつきましたよね。

我々畑に行くとき、あの堤防へ行くんですよ。そうすると今、結

構あの信号を真っ直ぐ下がって自動車と乗用車と会うわけです。

軽トラもあるんですけれども。トラクターの（聴取不能）大きく

てすれ違えないんですよ。女の人は来る、バックはできない。私

個人のことで言っているような感じですけれども、結構そういう

のが見られるんですよ。ですから、向こうを拡張するか、信号の

ところまで。田んぼですから葦を取り払って（聴取不能）やって

も待っている場所をつくってもらってもいいのかなと思ってい
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ましたけれども、とにかく今、車、車で、あそこに信号ができて

から。また、今まで利用していた神明橋渡って、そこに真っすぐ

行くと押しボタン、信号があるんですけれども、とてもトラクタ

ーが歩けないんですよ。あそこへ行くには２本あるんですけれど

も、道路が。堤防とですね。ですから、そこの１本を県でだめだ

と、堤防はだめだよというのであれば、これはやむを得ない。そ

したらまた、その北側に道路があるんですよ。北側のほうに、橋

のたもとのほうにですね。ですから、そこを利用してやるか、何

とかそれを一つお願いしたいなと、こう思っていました。よろし

くお願いします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 まず私から答弁漏れがあったところは担当課長のほうからも

答弁すると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 一括方式ですので一括答弁をさせていただきたいというふう

に思います。 

 ３席、５番、田中正一議員のご質問にお答えします。 

 まず１番目、農業用振興地域について問うの１点目、農機具等

の騒音問題についてのご質問ですが、近年における農地面積の減

少や耕作放棄地の増大、農業従事者の減少等の進行により農業経

営の環境は厳しさをましております。そのため国を挙げて海外へ

の輸出を視野に入れた経営基盤強化に対する支援を初めとし、さ

まざまな施策が展開されております。このことから農業用機械の

大型化や農業施設の近代化が進み、住宅地に点在する農業者にと

っては施設用地の確保や早朝の農作業、機械騒音対策等今までは

あまり想定していなかった課題も発生してきているものと思い

ます。 

今のところ町民からの農機具等の騒音に対する苦情は直接受

けてはおりませんが、今後起こり得る課題でもありますので、農

業者が住みよい、働きやすい環境を確保できるよう、対応を検討

してまいりたいと考えております。 

２点目、農業用地域外の作業施設についてのご質問ですが、農

業振興地域には農用地区域と農用地区域外があり、そのうち農用

地区域外へ農業用施設を建設する場合については、農業委員会へ



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５２－ 

農地転用に係る申請をし、農業委員会総会での意見書を許可権者

である県に送付した後、農地転用の許可が通知されます。 

なお、本年３月以降の申請からは、おおむね１カ月半程度で許

可がおりているようであります。 

次に２番目、農家で生産する米について問うの１点目、食用米

についてのご質問ですが、青森県産米の品種別面積割合は「まっ

しぐら」が約６割、「つがるロマン」が約３割となっており、相

対取引価格は、どちらの品種も全国平均価格を下回る状況が続い

ていることから県産米全体の評価向上が課題となっておりまし

た。 

そのような状況の中、昨年登場いたしました「青天の霹靂」は

特Ａ評価米として高評価をいただき、ブランド米として特定地域

での栽培面積を拡大していることはご承知のことと思います。 

特Ａ県産米である「青天の霹靂」が県全体の米の評価を向上さ

せ、ひいては当町主力品種である「まっしぐら」の取引価格が安

定し、米農家の所得向上につながるよう、関係機関と連携しなが

ら県産米の消費拡大に努めてまいりたいと考えております。 

２点目、飼料米についてのご質問ですが、県では既存の機械、

施設を活用でき、所得確保に有利な飼料用米等への転換や大豆の

産地化を推進しております。当町においても水田フル活用を推進

するため、主食用米から飼料用米への転換が進んでいるところで

あります。 

今後も関係機関と連携しながら農家の所得確保に有利な作物

への転換や産地化に取り組んでまいりたいと考えております。 

３点目、加工米についてのご質問ですが、加工用米需要者団体

等からの購入計画等をもとに全国生産出荷団体等が取り組み計

画を作成し、国の認定を受けて加工用米への取り組みをしており

ます。十和田おいらせ農協に確認いたしましたところ、各農協で

取り組む割合があらかじめ決められており、その配分を各地区に

割り振りし、加工用米としての面積配分をしているとのことであ

ります。 

以上のことから今後需要が大きく拡大する可能性は低いと思

われますが、関係団体等と加工用米の需給状況を見きわめながら

取り組みを検討してまいりたいと考えております。 

次に３番目、神明橋から向山方面に向かう堤防上の道路の整備
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について問うの１点目、県にお願いし、堤防を拡張できないかの

ご質問でございますが、奥入瀬川は青森県が管理している河川で

堤防の道路は河川の管理用道路として県が整備し、管理しており

ます。 

河川改修事業は河川の氾濫による災害を未然に防ぐことを目

的に整備が進められるため、道路として利用するために堤防の拡

張をすることは難しいことをご理解をいただきたいと考えてお

ります。 

２点目、堤防の北側の道路を拡張することができないかのご質

問ですが、ご質問の阿光坊西線については、平成２６年度に国道

の交差点改良にあわせて路線延長約３１４メーターのうち約１

３０メーターの区間を車道７メーター、歩道２．５メーターの幅

員で整備をしております。 

未拡幅区間約１８４メーターについては、奥入瀬川にかかる神

明橋を含めて整備を検討していく必要があると考えております。 

神明橋を含め町が管理する奥入瀬川にかかる３橋梁は昭和３

７年から昭和４６年に供用開始され、一番古い開明橋は既に５４

年が経過していることから、今後、橋梁の長寿命化を進めながら、

かけかえ等を含めた橋のあり方と合わせて阿光坊西線の拡張に

ついて検討していきたいと考えております。 

なお、橋梁の長寿命化については秋堂地区の開明橋から順次整

備を進めていく必要がありますが、橋を含めた前後の町道整備に

は事業費が多額であることなど課題が多く、整備には時間がかか

ることをご理解いただきたいと思います。 

以上であります。 

 

 馬場議長  田中正一議員、一括質問一括答弁方式ですので、質問は３回ま

でとなります。 

 ２回目の質問ございますか。 

 ５番。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

 今の第一に聞きたいのは、聞きたいと言えば、言ったのはみん

な聞きたいことなんですけれども、農振について、なぜ私がそれ

にこだわるかといいますと、とにかく農振以外のところに建てれ

ば、また住宅が建つ、また移動しなければならない。そうなって
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くると、私の後継者、また移動しなければならない、小屋だって。

そうなってくると大変だなと思って。 

これがどこも、木ノ下でもそうだと思うんですよ、木ノ下方面

のほうも。これから住宅が町内に建ってくる、なかなか町内でも

難しいらしいですけれども、何か農地法で５０メーター、今言っ

た農地区域外のほうで今、何メーターか、２００メーター離れて

も家は建てれたんですよ、申請すれば、今までは。今は５０メー

ターだか幾ら離れていると、もう農地がそこの間に挟まってい

る、建てられないというような話もちょっと聞いたんですけれど

も。 

そうなってくると農機具の格納庫もよくなるのかなとは思っ

ていますけれども、やはり農振で普通の人が家建てれないんだ

と、ここは農用地区域で農業者が加工場なり機械の施設を建て

て、そこから全部発車して、朝早くから発車して夜遅くまで機械

の修理等やってエンジンの音も大型になってくればすごいです

から、迷惑かからないんではないかなと、こう思っているから余

計にも皆さんを代表して、農業者を代表して私、言っているんで

すよ。とにかく簡単な手続をできるように県のほうにお願いした

い。何回も言うようですけれども。それをお願いします。 

加工米についても、ちょっと平野さんも加工米、町のふるさと

創生のあれで、今、桃川の「穂の泉」のお話もあったんですけれ

ども、私どもも「穂の泉」の会員になってやっています。ただ、

米３俵か６俵です、１人に。我々がやるといえば営農組合のほう

で１，５００俵、灘のほうにやるとか、そういうふうなシステム

を組んでいるわけですよ。ただ、価格は安いですよ。 

ただ、そのためにも町長さんも販売にやっぱり、おいらせ町の

米を加工米にして、みんな努力して頑張ってやっているんだとい

うことを町長さんみずからも会社のほうに出向いてやってくれ

れば、また契約が大きくなってくるのかなと。不安なんですよね、

みんな。営農組合も。飼料米がどうなるか、食用米がどうなるの

か。今、契約して少し安くても、やはり加工米に取り組んでいく

のが筋だと、みんな営農組合のほうで、そうしていこうというこ

とで取り組んでいるんです。 

そのためにも町長さんからも一肌脱いでいただいて、要請があ

ったときには、販売要請なり出向いていっていただければと、一
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緒にですよ。顔を見せてくれれば会社も喜んでくれるんではない

かなと私は、こう思っております。 

それから神明橋から向山方面に行く信号の件ですけれども、ま

た何か新しくつくらねばならないようなお話が今出たと思った

んですけれども、そうなってくるとまた話は違うんですけれど

も、やっぱり安全・安心という観点からも車が出入りしてトラク

ターが歩くといっても交差できないというようなところは、我々

も畑に行く、田んぼに行く、大変なんですよ。やっぱりその辺の

ところは町長さんも考えていただきたいと、こう思います。 

いずれにいたしましても、農家が安心して作業できて、安心し

て売り込んでいけるような、うちの米はいいんだというような対

策を一日も早くとっていかなければならないと、私はこう思って

いますし、やっぱり町内の人にも、どこの町内でもそうなんです

けれども、町民に迷惑かけられない、こう思っていると思います。 

今、農家、だんだん地元の田んぼ、農地を委託したり大型化し

ております。これも町のためにみんな一生懸命減反なくしたい

と、そういうきれいな田んぼをつくろうと、そういう意味合いか

ら、みんな協力して町にも協力して改良組合にも協力して、みん

なに協力してやっているんです。やっぱりその辺のところも酌ん

で何とかひとつお願いしたい。町長さん、この加工米について、

お願いします。 

 

 馬場議長  町長。 

 

答弁 町長 

（三村正太郎君） 

 田中議員の農業に対する非常に熱い思いを今、感じ取って聞い

ておりました。 

まず順次、私が再答弁できないところは担当課長のほうも神明

橋の橋の関係とかというのは担当課長が詳しいので、そちらのほ

うからの答弁にしたいと思いますが、私からは、簡単手続をひと

つ県のほうにもということで、これについてもまたよく担当課と

も相談をして、申し上げるべくは県のほうに申し上げてやってい

きたいというふうに思います。 

 それから先ほどの加工米のことでございますが、トップセール

スも一緒にしてくれないかということでございますが、もちろん

であります。要請等どんどんしてくだされば私も一緒に行動を起
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こして会社のほうにも伺ってＰＲをしたいと思いますし、お願い

したいと思っていますので。 

やはりこれからは主食米が大分厳しく、まだまだ厳しくなるよ

うな感じがいたします。ＴＰＰで関税が低くなって海外に出てい

くと作戦もまた変わってくるだろうと思いますが、現在のところ

米を食べる人が少なくなっているという、それこそ小麦粉、麦、

パンを食べる人が多くなっているというふうなことであります

し、いよいよもって既にご承知のとおり、２０１８年産米から国

による生産調整が廃止されるというのは既にご承知のとおりだ

と思いますので、これについて県のほうもいち早く検討委員会を

設けたようでございます。今度は国はもうはねさってしまって減

反調整はかかわりない、しませんということになりますので、そ

れらも含めて、やはり私どもの基幹産業は農業イコール米という

ことでやってきていますが、米くらいいろいろな食べ物に合う、

おかずといいますか、お魚一つとっても合うものはないはずであ

りますから、米というのは、これはつくり続けて、いい米をつく

り続ける、世界一おいしいのが日本米だそうですから、これは自

信と誇りをつくり続けてほしいなと。そして所得向上につながっ

てほしいと願いを私も持っておりますので、一緒に頑張ってまい

りたいと思いますので、どうぞひとつ声をかけていただければ、

ありがたいというふうに思います。 

神明橋とかというのは地域整備課長のほうが詳しいと思うの

で、そちらのほうから答弁をさせます。 

 

 馬場議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（澤口 誠君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 先ほどの町長のほうの答弁からもありましたように、阿光坊か

ら本村地区へかかる神明橋については４５年が経過しておりま

す。また、木内々地区にかかる幸橋については４６年が経過。秋

堂地区にかかる開明橋については５４年が経過しているという

状況であります。 

 このような奥入瀬川にかかる３橋梁については、今後、来年度

以降、長寿命化ということで現在の橋をいくらでも長持ちさせな

がら、それとあわせて橋のかけかえのほうを含めた橋のあり方を
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考えていきたいと思っております。 

 秋堂地区の開明橋については、落橋防止ということで耐震化が

不十分というような観点もありますので、こちらのほうについて

はかけかえというふうな形で進むことになると思いますが、橋に

ついては橋自体の工事費、まず約３５億から４０億、それと合わ

せて橋が２メーター近く現在よりは高くなるという点もありま

すので、それにかかるアクセス道路の整備、それを含めますと５

０億程度かかるものと考えております。 

また事業期間につきましても、当初計画から１０年ほどかかる

というような観点、期間もありますので、今後、橋の整備を含め

て進めていった際には相当数の時間がかかるということをご理

解いただきたいと思います。 

当地区においてもご不便をおかけしていると思いますが、長寿

命化を含めて限られた予算の中で事業を進めておりますので、ご

理解いただきたいと思っております。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  ５番。３回目の質問になります。 

 

質疑 ５番 

（田中正一君） 

 きのうの農業新聞ですか、総理も農業については恒久的に確保

するというような話ですけれども、これも選挙対策かなと思って

いました。ＴＰＰ絡みでそういうことだろうなと思っていました

けれども、やっぱりみずから売って、まず町のほうもそういう一

生懸命やっている人に協力して応援してやっていくというよう

な形をとってもらえれば、やっぱり営農組合のほうも喜んでやっ

てくれるんじゃないかなと、私はこう思います。 

 いずれにいたしましても、農林水産課の課長、農業委員会のほ

うもやって大変だと思いますけれども、やっぱり農振について私

どもは、もうあきれ返ってしまった、はっきり言って。何でと思

ったの。農家でなければ農業を守っていけない。農振に家を建て

て、安心して働いてくれというのが本来のものではないかなと、

私はこう思っているんですよ。 

 いずれにいたしましても、つたない質問になりましたけれど

も、今度は私も忙しいけれども、田植えもすっかり終わりました

ので、今度は一問一答方式で勉強して頑張ってまいりますので、
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真摯なる答弁、本当にありがとうございました。これからもひと

つよろしくお願いします。 

 

 馬場議長  これで５番、田中正一議員の一般質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 

報告 馬場議長 次に、日程第２、報告第２号、専決処分の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

本件は、おいらせ町町税条例等の一部を改正する条例について

承認を求める件であります。 

当局の説明を求めます。 

税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（小向仁生君） 

報告第２号についてご説明申し上げます。 

議案書の１ページから２３ページとなります。 

本件は、地方税法の一部改正に伴い、平成２８年３月３１日に

町税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認

を求めるものであります。 

その主な内容ですが、３ページをお開きください。 

第１条では、おいらせ町町税条例の改正を行っております。 

１つ目には、車体課税の見直しが行われ、グリーン化機能を維

持・強化するために取得時に自動車取得税が環境性能課税に名称

を変え、従来の自動車税と軽自動車税が自動車種別割の名称に変

わったことから、今回条例の中の軽自動車税を種別割へとした字

句の改正と環境性能割の条項を追加し、適用を平成２９年４月１

日からすること。 

２つ目には、個人及び法人の町民税について期限内申告納付を

していたものの修正申告を期限後に行った場合の延滞金の計算

について延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算する

規定整備を、３つ目には、法人町民税の法人税割税率を平成２９

年４月事業年度開始分以降の申告納付において９．７％から６％

に引き下げ改正を、４つ目には、医療費控除が治療費と薬代と合

算控除されていたものが平成３０年４月１日から別々に控除さ

れる改正を、５つ目には、固定資産税等の課税標準の特例、これ

は主に企業になりますけれども、として、新たな施設、償却資産
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に対してのその価格を５年間に限って減額割合を設ける追加を、

６つ目には、車体課税に環境性能割が導入されたことに伴い、種

別、車種にそれぞれ記号が振られたことにより種別、車種が記載

されている表の改正を行ったものであります。 

次に、１７ページをお開きください。 

第２条では、おいらせ町町税条例の一部を改正する条例、平成

２６年条例第１４号の改正を行っております。 

この条項では、１５ページの表と同様に環境性能割が導入さ

れ、種別、車種にそれぞれ記号が振られたことにより種別、車種

が記載されている表の改正を行ったものであります。 

次に、１８ページをお開きください。 

第３条では、おいらせ町町税条例の一部を改正する条例、これ

は平成２７年条例第２３号の改正を行っております。 

この条項では、旧三級品と言われるたばこで代表的なもの「し

んせい」「わかば」「エコー」には軽減税率がかかっており、税率

を段階的に引き上げるとしており、今回、条文内の字句の改正を

行ったものであります。 

次に、１９ページをごらんください。 

本条例に係る附則では、第１条で施行期日を、２０ページの第

２条では町民税に関係する各条項に対する経過措置を、２１ペー

ジの第３条では、固定資産税に関係する各条項に対する経過措置

を、２２ページの第４条では、軽自動車税に関係する各条項に対

する経過措置をそれぞれ設けたものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

今、説明を受けましたけれども、私もちょっと。１０ページの

ところで「『軽自動車税』を『種別割』に改め」と書いてありま

して、こっちの添付資料、附則資料の１１７ページのところに同

じようなのが載っていますけれども、改正後、改正前、金額が同

じじゃないか。ただ、軽自動車税の納期は種別割の納期と時期が
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変わっていますけれども、金額的な部分については平成２８年度

中は現行のままで、２９年からは、この説明資料の１２６ページ、

１２７ページで移行するというふうなのか、ちょっと説明、関連

づけて、もう一回お願いします。 

 

 馬場議長 税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（小向仁生君） 

お答えいたします。 

 まず、１０ページに記載されている金額ですけれども、これそ

のものは平成２６年に消費税が８％に上げられた時点で、この金

額に改正になっております。 

ただ、その後、経過措置がありまして、本来であれば２７年の

４月１日からこの金額になるところが、今回２８年の４月１日か

らこの金額に変わっております。ですから、今回皆さんのお手元

に軽自動車税が切符が行った場合は高くなっているというふう

な感じを受けたかと思います。 

それで、ちょっと説明いたしますけれども、１５ページをお開

きください。 

真ん中の表になりますけれども、これについては、真ん中の数

字３，９００円という、例えばですけれども、３，９００円とい

う数字がありますけれども、これは現行の税金です。それが４，

６００円になっている。ここについては１３年経過した軽自動車

については従価税が課せられると。要するに地球環境にやさしい

グリーン化のエコカー減税、これそのものが１３年以上たつと性

能も悪くなっているだろうというふうなことで、地球環境にやさ

しくないと、エコカー減税には値しないというふうなことで、こ

の部分が高くなっております。 

それから下の表ですけれども、下の表については電気自動車や

天然ガスの自動車等を購入して乗っている場合は、このような

３，９００円が１，０００円になるというふうな表になっており

ます。 

次のページにまいりまして、真ん中の表も同じような形ですけ

れども、ここについては、先ほどのものが平成１７年の排ガス基

準を７５％低減達成している場合ですよと。 

この表は、今度は１７年の排ガス基準を７５％低減達成をし、
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かつ乗用車は平成３２年度の燃費基準に１５％、これに値すると

いうふうなことであれば該当になりますよというふうな表であ

ります。 

よって、これらについては今回の改正では２９年の４月１日か

ら該当になっていくと。ですから、今回は、その表の一番左側を

見ていただきたいんですけれども、それぞれの種別、車種に括弧

でもって（ア）とか（イ）とか振っています、便宜上。これが地

方税法改正になったものですから、うちの条例もこのように種別

の頭に（ア）（イ）というふうな表示をしたということでござい

ます。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 第２号のア（イ）、ア（ウ）と書いてありますけれども、この

説明のほうの資料で見ますと、二輪のもの、三輪のもの、四輪以

上のもので、乗用のもの、貨物用のもの、もっぱら雪上を走行す

るとか、小型、農耕作業用のものとか書いてあるんですけれども、

そうすれば２のアの（イ）というのは三輪のもので年額３，９０

０円というふうな形で対比していくのか、ここのところを聞いて

いるわけです。どういうふうな形で対比して、見れば「ああ、な

るほど。こうなるのかな」というふうな。ですから、１１７ペー

ジと１２６ページのところ、今説明したのは多分１２６ページの

ところだと思うんだけれども、１１７ページのところの記号がこ

ういうような形で出てくるというようなことで解釈していいの

か、もう一回確認します。 

 

 馬場議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（小向仁生君） 

 それでは、１１７ページでご説明いたします。 

左右の金額、それから種別的なものは変わりはございません。

地方税法の改正において、その種別のところに軽自動車のアの軽

自動車で言えば今までは二輪のもの、三輪のものと、ただ単に表

示してあったものに対して今度は二輪のもの、三輪のものの頭に

（ア）（イ）と振ったというふうなことであります。 
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以上です。 

１２６ページの表の、それから１２７ページの表、これに関し

ては真ん中の金額は現行の金額です。平成２８年４月１日から採

用になっている税額になります。そして右のほうが平成２９年４

月１日から適用になる表になっております。 

以上です。 

 

 馬場議長  ６番、いいですか。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 １２６ページでいけば改正後が左になっているわけですね。１

２７ページも改正後が左になっている。今、右のほうが現行とい

うのは。金額的に言えば、例えば上のほうで３，９００円が４，

６００円、右のほうの表も３，９００円が４，６００円、真ん中

にいって３，９００円が１，０００円、同じになっているんで、

ここの関連はどうなっているのか説明をいただきたいというふ

うなことです。 

 

 馬場議長  税務課長。 

  

答弁 税務課長 

（小向仁生君） 

 その表の改正後と改正前の表を見ていただきますと、何ら数字

的には変わりはございません。これについては何回も言いますけ

れども、例えば改正後の３，９００円、これは現行の金額です。

４，６００円というのは２９年４月１日以降、１年後の金額とい

うふうなことになります。 

これらについては今回改正したものではなくて、既に平成２６

年、消費税が８％にされているときに、この表ができ上がってい

たということでありまして、今回は、ただ単に、その種別の頭に

（ア）（イ）というふうなことでの括弧書きを振ったという、そ

の字句の改正ということであります、今回は。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第２号について採決いたします。 

本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 

 馬場議長  日程第３、報告第３号、専決処分の承認を求めることについて

を議題といたします。 

 本件は、おいらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（小向仁生君） 

 報告第３号について、ご説明申し上げます。 

議案書の２４ページから２６ページになります。 

本件は、地方税法施行令の一部改正に伴い、平成２８年３月３

１日においらせ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を

専決処分したので、その承認を求めるものであります。 

その内容ですが、２６ページをお開きください。 

基礎課税額に係る賦課限度額を５２万円から５４万円に、後期

高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を１７万円から１９万

円に引き上げ、改正を行ったものです。 

失礼いたしました。先ほど５２万円から５４万円のところを賦

課と言いましたけれども、課税限度額であります。失礼しました。 

また、保険税の減額の対象となる所得基準について５割軽減の

対象となる世帯の軽減判定基準となる所得の算定において被保

険者の数に乗ずる金額を２６万円から２６万５，０００円に、同

じく２割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準においては、４７

万円から４８万円にそれぞれ引き上げたものであります。 

なお、あわせて減免手続に関する事項について申請期限を納期

限の７日前までとしていたものを納期限まで、申請書への記載事

項にマイナンバーの記載項目を加えることの改正を行ったもの

であります。 
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以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本件についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第３号について採決いたします。 

 本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

   異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 

 馬場議長  日程第４、報告第４号、専決処分の承認を求めることについて

を議題といたします。 

 本件は、おいらせ町復興産業集積区域における固定資産税の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例について承認を求め

る件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 税務課長。 

 

当局の説明 税務課長 

（小向仁生君） 

 報告第４号についてご説明申し上げます。 

 議案書の２７ページから２９ページになります。 

 本件は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成

及び活性化に関する法律第２０条の地方公共団体等を定める省

令等の一部を改正する省令の一部改正に伴い、平成２８年３月３

１日に、おいらせ町復興産業集積区域における固定資産税の特別

措置に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、そ

の承認を求めるものであります。 

 その内容ですが、２９ページをお開きください。 

 町が県と共同で策定したあおもり生業づくり復興特区に指定
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した町復興産業集積区域内の企業に対する税制上の特例措置の

期限を県が県税の適用期限を平成２９年３月３１日まで１年間

延長したことを受け、町の固定資産の課税免除に係る適用期限を

これと同じく平成２９年３月３１日まで１年間延長する規定を

定める改正を行ったものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第４号について採決いたします。 

 本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長 異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 

 馬場議長  日程第５、報告第５号、専決処分の承認を求めることについて

を議題といたします。 

 本件は、おいらせ町工場誘致章奨励条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例について承認を求める件であります。 

 当局の説明を求めます。 

 商工観光課長。 

 

当局の説明 商工観光課長 

（松林光弘君） 

 報告第５号についてご説明申し上げます。 

 議案書の３０ページをごらんください。 

 本件は、東日本大震災の被災者等に係る国の法律の一部改正に

伴い、おいらせ町工場誘致条例の関連する条文について所要の改

正をするものであります。 

 その内容としまして、国の法律の適用期限が５年間延長された
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ことにより本条例の適用期限も平成３３年３月３１日まで５年

間延長するものであります。 

なお、この条例が適用される場合は、対象業種の拡大及び工場

立地奨励金や雇用促進奨励金の対象要件の基準が緩和され、企業

誘致推進と雇用機会創出が図られるものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

 馬場議長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 ６番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 ５年間延長になったということで、実際に誘致、今まで災害で

こういうふうな適用を受けたのがあるかどうかというふうなこ

とと、企業誘致促進に、これは効果があるというふうなことです

けれども、５年間延長することによって。どういうふうな形でＰ

Ｒしていくのか、この２点お伺いします。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

 お答えします。 

 対象区域は災害救助法適用地域の事業者、当町もその地域、八

戸、三沢、階上町と同じです。に新設・増設する事業者を対象と

しておりまして、その対象要件の緩和。ということは、今までの

条例だと雇用人数が３０人以上なければならないのが５人でい

いですよと。それから建物及び土地の購入費に係る等価資産が１

億５，０００万以上なければならないのを５，０００万以上でよ

ろしいですよというふうなのに該当すれば奨励金として町の固

定資産税、１年目は全額免除、２年目は８０％、３年目は６０％、

奨励金として交付しますと、免除と同じ形です。 

 それから雇用者１人当たりについて１１万円を３年間交付す

るというふうに緩和されているところでありますが、今まで５年

間、この条例の適用を受けた業者は１社も今のところはございま

せん。 

 それからＰＲの方法についてですが、いろいろな企業立地用の
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パンフレットも作成しておりまして、工業団地誘致企業等、それ

から関連の周辺の八戸、三沢、階上町、そちらのほうの関連する

チラシ等も置かせてもらっているポスト等に入れておりますし、

俗に言うホームページでもそういう宣伝を、ＰＲをさせていただ

いているところであります。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（平野敏彦君） 

 わかりました。やはり対象区域が今の被災地、三沢、おいらせ、

階上、当町には残念ながら１件も進出がないというふうなこと

で、これは例えば八戸とか隣接からでも企業が入ってくることに

よって、今言ったような条件緩和が対象になるのか、町外、県外、

そういうふうなのを問わず、とにかく町以外でも対象になるとい

うふうなことで理解をしたんですが、これで間違いありません

か。 

 

 馬場議長  商工観光課長。 

 

答弁 商工観光課長 

（松林光弘君） 

 お見込みのとおりで、被災した会社、当町以外でもその会社が

対象になります。被災して、こちらに会社を建てたい場合。すみ

ません、言葉足らずで申しわけありませんでした。 

 以上です。 

 

 馬場議長  ほかに質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  なしと認め、討論を終わります。 

 これから報告第５号について採決いたします。 

本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 馬場議長  異議なしと認めます。 
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 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

散会宣告   これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 あす７日は午前１０時から本会議を開き、引き続き議案審議を

行います。 

 本日はこれで散会いたします。 

 

（散会時刻 午後３時０２分） 

 

 事務局長 

（中野重男君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 事務局から連絡いたします。 

この後３時１０分から議会広報編集調査特別委員会を開催い

たしますので、トイレ休憩が終わりましたら、委員の皆さんは第

２委員会室にお集まりください。 
 


